
 

令和４年度第１回山形県地域職業能力開発促進協議会 次第 

日 時：令和 4年 10 月 31 日（月）10:00～ 

場 所：山形労働局大会議室 

 

１ 開会  

  

２ 山形労働局長挨拶  

 

３ 会長選出  

 

４ 議 題 

（１）山形県地域職業能力開発促進協議会設置要綱（案）について  

 

 （２）最近の雇用情勢及び地域の訓練ニーズについて  

    ① 山形労働局 

 

    ② 職業紹介事業実施機関 

 

 （３）令和３年度・４年度ハロートレーニング（離職者向け）の実績  

   ① 山形労働局  

   

   ② 山形県  

    

③ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 山形支部  

    

 （４）職業訓練効果の把握・検証について 

 

（５）キャリアコンサルティングの機会の確保について 

 

 （６）その他 

 

 （７）意見交換  

 

５ 閉 会 



 資料１  

 

 

 

 

 

山形労働局職業安定部訓練室 

【山形県地域職業能力開発促進協議会設置要綱（案）について】 
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「山形県地域職業能力開発促進協議会」設置要綱（案） 

 

（１）名称  

「山形県地域職業能力開発促進協議会」（以下「協議会」）と称する。 

  

（２）目的  

山形労働局及び山形県は、職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）第 15 条の規

定に基づき、山形県において、地域の関係機関が参画し、同法第 16 条第１項の規定に基

づき設置する公共職業能力開発施設において実施する職業訓練（同法第 15 条の７第３項

の規定に基づき実施する職業訓練を含む。）及び職業訓練の実施等による特定求職者の就

職の支援に関する法律（平成 23 年法律第 47 号）第４条第２項に規定する認定職業訓練

（両訓練を合わせて、以下「公的職業訓練」という。）を実施するに当たり、地域におけ

る人材ニーズを適切に反映した訓練コースの設定を促進するとともに、訓練効果の把握・

検証を通じた訓練内容の改善等の協議を行う地域職業能力開発促進協議会を設置する。   

 

（３）構成員について  

協議会は、以下に掲げる者とする。なお、各構成員は協議会の開催にあたり、構成員の

中で適切な者を「委員」として選出する。  

①  職業訓練若しくは職業に関する教育訓練を実施する者又はその団体 

②  労働者団体 

③  事業主団体 

④  職業紹介事業者若しくは特定募集情報等提供事業者又はその団体 

⑤  学識経験者 

⑥  山形県 

⑦  山形労働局 

⑧  その他関係機関が必要と認める者  

 

（４）ワーキンググループについて  

協議会は、適切かつ効果的な職業訓練を実施していくため、協議事項の検討に必要なワ

ーキンググループを設置することとし、ワーキンググループにおいて、職業訓練の効果を

把握・検証して訓練カリキュラムの改善を図ることとする。また、改善促進策を作成し、

協議会にて報告する。 

 

（５）会⾧について  

①  協議会に会⾧を置き、委員の互選により選任する。  
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②  会長は、会議の議長となり、議事を整理する。  
③  会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 
  

（６）協議会の開催について  
年 2 回以上開催とする。 
  

（７）協議事項について  
次に掲げる事項について協議する。  
① 公的職業訓練について、地域の人材ニーズ及び実施状況を踏まえた訓練コースの設 

定に関すること。  
② 公的職業訓練について、訓練効果の把握・検証等に関すること。  
③ キャリアコンサルティングの機会の確保その他の職業能力の開発及び向上の促進 

のための取組に関すること。  
④ 公的職業訓練の実施にあたり年度計画の策定に関すること。  
⑤ その他必要な事項に関すること。  

 
（８）事務局について 

事務局は、山形労働局（訓練室）に置く。 
  
（９）その他  

① 議事については、協議会において申し合わせた場合を除き、公開とする。  
② 協議会の事務に従事する者又は従事した者は、職業能力開発促進法第 15 条第３項

の規定により、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはな
らない。 

③ この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は別に定める。 
  

（10）附則  
    令和４年１０月３１日から施行する。  
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令和4年10月17日現在

所属及び役職 氏　　名

国立大学法人 山形大学　名誉教授 國 方 敬 司

一般社団法人 山形県経営者協会　専務理事 丹 哲 人

山形県中小企業団体中央会　事務局長 三 浦 賢 二

山形県商工会議所連合会　幹事 橋 本 善 彦

山形県商工会連合会　専務理事 太 田 宏 明

日本労働組合総連合会　山形県連合会　副会長 西 部 政 行

日本労働組合総連合会　山形県連合会　事務局長 舘 内 悟

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構山形支部
山形職業能力開発促進センター　所長

大 室 英 樹

一般社団法人　山形県専修学校各種学校協会　理事 梶 原 賢

山形県職業能力開発協会　専務理事 青 木 茂 美

株式会社キャリアクリエイト　代表取締役 原 田 幸 雄

一般社団法人 全国産業人能力開発団体連合会
　（株式会社ニチイ学館 山形支店 支店長）

髙 橋 秀 治

山形県産業労働部　部長 我 妻 悟

山形県教育委員会　教育次長 吉 田 直 史

山形労働局長 小 森 則 行

（敬称略） １5名

令和４年度　山形県地域職業能力開発促進協議会　委員名簿　(案）



地域職業能力開発促進協議会 （令和４年１０月施行）

①人材ニーズを踏まえた訓練コースの設定

国及び都道府県は、地域の関係者・関係機関を参集し、職業能力に関する有用な情報を

共有し、地域の実情やニーズに即した公的職業訓練の設定・実施、職業訓練効果の把握・検
証等を行う都道府県単位の協議会を組織する。

訓練効果の把握・検証

修了者
採用企業

訓練機関
ヒアリング

カリキュラ
ム等の改善

【構成員】
①都道府県労働局 ②都道府県 ③公共職業能力開発施設を設置する市町村
④職業訓練・教育訓練実施機関（専門学校・各種学校、高齢・障害・求職者雇用支援機構、リカレント教育実施大学等 等）

⑤労働者団体 ⑥事業主団体 ⑦職業紹介事業者（団体）又は特定募集情報等提供事業者（団体）
⑧学識経験者
⑨その他協議会が必要と認める者（例：デジタル分野の専門家、地方自治体の生活困窮者自立支援制度主管部局 等）

キャリアコンサルティング、
その他の職業能力開発に関す
る取組の共有
キャリコンサルティング、リカレント教育等

「地域職業訓練実施
計画」と実績とのミ
スマッチの検証

地域の人材ニーズや検証を踏まえた
「地域職業訓練実施計画」の策定

訓練コースの設定

地
域
職
業
能
力
開
発
促
進
協
議
会
の
協
議
事
項

・・・主催

職業訓練の実施

職業訓練機関等

将来的に必要となるスキルも
含め、地域の詳細な人材ニー
ズの把握
経済情報、労働市場情報、企業ニーズ等

⇒ ニーズを踏まえた精度の高い訓練を実施

⇒ 個別コースの質の向上を促進②訓練効果の把握・検証 (協議会の下のワーキンググループで実施)
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参考条文（職業能力開発促進法） 

 

    （協議会） 

  第十五条 都道府県の区域において職業訓練に関する事務及び事業を行う国及び都道府

県の機関（以下この項において「関係機関」という。）は、地域の実情に応じた職業能力の

開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関

及び次に掲げる者により構成される協議会（以下この条において単に「協議会」という。）

を組織することができる。 

 一 第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設を設置する市町村 

  二 職業訓練若しくは職業に関する教育訓練を実施する者又はその団体 

  三 労働者団体 

  四 事業主団体 

  五 職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第四条第十項に規定する職業紹介事業

者若しくは同条第十一項に規定する特定募集情報等提供事業者又はこれらの団体     

六 学識経験者 

  七 その他関係機関が必要と認める者 

２ 協議会は、職業能力の開発及び向上の促進に有用な情報を共有し、その構成員の連携の    

緊密化を図りつつ、都道府県の区域における職業訓練及び職業に関する教育訓練の需要

及び実施の状況その他の地域の実情に応じた適切かつ効果的な職業訓練及び職業に関す

る教育訓練の実施並びにキャリアコンサルティングの機会の確保その他の職業能力の開

発及び向上の促進のための取組について協議を行うものとする。 

３ 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協 

議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

４ 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定め 

る。 
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山形労働局職業安定部訓練室 

【最近の雇用情勢及び地域の訓練ニーズについて】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ 求人・求職・求人倍率の推移（季節調整値）

　令和4年9月の有効求人数は2か月連続で減少し、有効求職者数は3か月連続で減少した。
　有効求人倍率は1.61倍となり、前月を0.04ポイント下回り、9か月ぶりに低下した。
　正社員の有効求人倍率（原数値）は1.35倍となり、前年同月を0.23ポイント上回った。
　全国の有効求人倍率は1.34倍（前月比＋0.02Ｐ）、正社員有効求人倍率（原数値）は1.02倍（前年同月比＋0.13Ｐ）となった。

　山形県内の雇用情勢は、改善している。

最近の雇用情勢について
（令和４年９月）

山 形 労 働 局  

0.91 

1.35

1.04 

1.61 

0.82 

1.161.04 

1.34 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

２４

年

度

平

均

２５

年

度

平

均

２６

年

度

平

均

２７

年

度

平

均

２８

年

度

平

均

２９

年

度

平

均

３０

年

度

平

均

３１

年

度

平

均

２

年

度

平

均

３

年

度

平

均

２

年

９

月

１０

月

１１

月

１２

月

３

年

１

月

２

月

３

月

４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

１０

月

１１

月

１２

月

４

年

１

月

２

月

３

月

４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

（倍）（人） 山形県 有効求人数 山形県 有効求職者数

山形県 有効求人倍率 全国 有効求人倍率

(注) 年度平均は原数値である。なお、令和3年12月以前の数値は、令和4年1月分公表時に新季節指数により改定されている。
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Ⅱ 新規求人の状況（学卒を除きパートタイムを含む全数；原数値）
　9月の新規求人数［ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑを含む全数］（原数値）は、9,460人で、前年同月と比較すると5.5%増となり、19か月連続の増加となっ
た。
　これを主な産業別でみると、建設業(1,292人、前年同月比3.8％減)、サービス業（1,084人、同16.4%減）で減少したが、製造業
(1,659人、同1.7%増)、運輸業・郵便業(397人、同16.4%増)、卸売業・小売業（1,393人、同16.9%増）、宿泊業・飲食サービス業（589
人、同15.7%増）、医療・福祉（1,622人、同14.8%増)で増加となった。
　なお、正社員に係る新規求人数は、5,041人で、前年同月と比較すると12.1%増となり、新規求人数に占める割合は53.3%で前年同月
と比較すると3.1ポイント上回った。

560

452
54540

1,419

2,096

983 1,153 957 908 1,198 1,126 1,307 1,345 1,201 1,360 
1,467 1,476 1,631 1,582 1,648 

1,380 

1,949 
1,545 1,501 1,712 1,674 1,616 1,671 1,822 1,659 

1,249 1,074 
892 1,135 

1,000 946 
1,290 1,083 

976 
1,299 1,103 955 

1,343 
1,089 959 1,210 

1,052 

900 1,219 1,054 921 1,351 1,021 932 1,292 

969 1,058 
1,355 848 

1,042 1,168 

1,071 1,052 

916 

984 952 1,312 

1,192 
1,140 1,335 1,028 

1,117 

1,115 
1,140 1,177 1,547 

1,326 
1,205 

1,976 1,393 

1,725 1,840 

1,206 1,422 

1,907 
1,535 

1,517 
1,715 

1,207 

1,338 1,752 1,386 

1,413 2,014 
1,264 

1,381 

1,964 

1,505 

1,693 1,754 1,358 
1,589 

1,840 
1,492 1,622 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

２

年

９

月

１０

月

１１

月

１２

月

３

年

１

月

２

月

３

月

４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

１０

月

１１

月

１２

月

４

年

１

月

２

月

３

月

４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

（人） 製造業 建設業 運輸業等 卸・小売業 宿泊業・飲食サービス業 医療・福祉 サービス業 その他

2

[資料2-1]



Ⅲ 新規求職の状況（学卒を除きパートタイムを含む全数及び常用；原数値）
　9月の新規求職申込件数［ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑを含む全数］（原数値）は、3,848件（うちハローワーク利用登録件数 3,770件）で、前年同月と
比較すると5.4%減となり、4か月連続の減少となった。
　これを態様別[ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑを含む常用]にみると、離職者(2,010人、前年同月比4.9%減)は4か月連続の減少となり、離職者のうち、事業
主都合離職者(412人、同18.7%減)は8か月連続の減少となった。
　また、在職者(1,418人、同0.4%減)は6か月ぶりの減少となり、無業者(383人、同20.2%減)は16か月連続の減少となった。

(注) ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和3年9月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で「求職者マイ
ページ」を開設した求職者数が含まれている。また、「ハローワーク利用登録件数」とは、ハローワークに来所し求職申込みをした件数をいい、オン
ライン登録者が来所等し、職業相談の結果、「来所登録者」に変更された場合を含む。
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Ⅳ 安定所別有効求人倍率の状況（学卒を除きパートタイムを含む全数；原数値）

　9月の有効求人倍率［ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑを含む全数；原数値］は1.66倍となり、前年同月を0.25ポイント上回り、17か月連続で上昇した。
　正社員に係る有効求人倍率（原数値）は、1.35倍で、前年同月を0.23ポイント上回り、19か月連続で上昇した。
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Ⅴ

区　　分

　9月末現在の新規高卒者に係る県内事業所からの求人数は6,243人（前年同期比15.4%増）となっている。
　主な業種の状況は、建設業1,303人（同2.3%増）、製造業2,151人（同18.6%増）、卸売業・小売業609人（同5.2%増）、宿泊・飲食
サービス業264人（同41.9％増）、医療,福祉427人（同2.5%減）、サービス業330人（同17.9%増）となっている。

新規高校卒業者（令和５年３月卒業）の求人（県内）の状況【９月末】
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Ⅵ

求職者数 内定者数 求職者数 内定者数 求職者数 内定者数 求職者数 内定者数 求職者数 内定者数
高等学校 2,691 1,677 2,518 1,657 2,405 0 2,016 1,361 2,007 1,376
専修学校 540 0 470 0 484 0 520 0 524 0
短期大学 429 0 411 0 444 0 403 0 316 0

大  学 1,748 0 1,862 0 1,767 0 1,897 0 1,906 0

4年3月卒 5年3月卒

新規学卒者（令和５年３月卒業）就職状況【９月末】

　9月末現在における高卒内定者数は1,376人（うち県内1,117人）で、就職内定率は68.6%となっている。
　「令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、採用選考が1か月後ろ倒しとなったため、数値なし。」
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Ⅶ 雇用保険の状況

　9月の一般受給資格決定件数は793件（前年同月比9.7%減）となった。
　受給者実人員（基本手当分）は、3,437人（前年同月比5.4%減）となり、15か月連続で減少した。被保険者資格喪失者のうち、事
業主都合による資格喪失者数（高年齢、短期特例被保険者を除く）は120人（前年同月比3.2%減）となった。
　※一般受給資格決定件数は、「速報値」であり修正があり得る。
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ハローワークで把握した求職者の職業訓練ニーズ（令和４年度）

訓練分野 希望する訓練の内容（主なもの） 希望者数
（概数）

デジタル ・Webデザイン、HP制作
・ExcelのVBAに特化した短期の訓練
・Webサイト制作・プログラム入門科

約30人

事務・パソ
コン

・ワード、エクセル、パワーポイントの基本ができるようになりたい
・ワード、エクセルの基本～中級程度
・中高年のパソコン初心者でワード・エクセルの基本を学びたいという相
談が多い。受講中の手厚いフォローを望む声あり
・パソコンの基礎訓練。雪が溶ける春以降の時期に申込みを検討したいと
の要望あり
・初心者向けOAシステム科（基礎操作重点）
・ＰＣ操作の基礎から応用まで。ワード、エクセル等
・パソコン中級以上を含む訓練

約100人

医療事務 ・医療事務、薬局事務に関する知識・技能の習得 約10人
介護 ・介護初任者研修 約10人
経理・会計 ・日商簿記の資格取得、会計ソフトの操作、給与計算など 若干名

登録販売 ・登録販売者の養成講座 若干名

※ハローワークでの職業相談の際に求職者から聴き取ったもの。

【資料２－２】



ハローワークで把握した事業所の職業訓練ニーズ（令和４年度）

訓練分野 希望する訓練の内容（主なもの） 希望者数
（概数）

介護 ・高齢者や障害者支援に必要な基礎知識としての介護職員初任者研修・実
務者研修
・介護の知識、資格
・介護職員初任者研修。地元の介護施設が自施設で通信制の受講者を募集
している

約50名

NC生産シス
テム

・NC工作機械（マシニング）での工作作業、プログラミング 約100名

金属溶接 ・架台溶接、鉄骨溶接、溶断等 約50名
電気工事 ・屋内配線、電気器具取り付け、設備設計等 約30名
事務・パソ
コン

・職種を問わず、パソコン操作が必要とされるため
・OAシステム科

約20名

デジタル ・社内データベースの構築、同社内別工場とのネットワーク構築 若干名

運輸 ・トラック運転手に必要な知識と免許（中型免許＋フォークリフト等） 若干名

※ハローワークでの求人受付等の際に事業所から聴き取ったもの。



ハローワークが地域に必要と考える職業訓練（令和４年度）

訓練分野 必要とする訓練の内容、効果的と思われる理由（主なもの）
事務・パソコン ・ほぼすべての職種において必要なスキルであり、訓練の成果によって就職に結びつく可能性の高まりが期待さ

れる
・事務職に限らず、様々な職種に必要なスキルで、実際の求人にもワード、エクセル、パワーポイント可能な方
と記載が多いため
・年代を問わず、パソコンスキルを習得し、就職したいという要望が一定数あるため
・現在は事務に限らず全ての業種でパソコンを使うので、様々な 業種の希望者から必要性を訴えられるため
・PCの基本操作を身につけてから就職を希望する求職者が多いため
・職場内のコミュニケーションの取り方やビジネスマナーに不安を抱えている求職者も多いと感じられるため。
・４，５月はパソコン訓練希望求職者増加するため（第１四半期希望）
・４，５月は求職者が増加し、再就職に向けＰＣスキルアップを希望する者も多いため（パソコン応用）（第１
四半期希望）

登録販売 ・自費で受講する者も見受けられることから、｢医薬品登録販売者｣資格取得を目指すような訓練
・登録販売者の養成講座
・ドラッグストアで要資格者の募集が多いため

医療事務 ・資格や経験必須の求人が多いため
・４，５月医療事務を希望する求職者増加するため（第１四半期希望）
・前年度、管内で医療事務コースの設定がなかった。他所管内のコースを勧めたが通所が不安という声もあった
・求人数をみても年間通して一定数の需要があると考えられるため
・受講希望の相談が一定数あるため

介護 ・応募条件で介護職員初任者研修の資格を要する求人が多いため
・求人が多く、訓練受講し資格取得する事で就職の可能性が高まる
・介護関係の求人数が多く、関心をもつ求職者も多いため
・求人数が多く、関心を持つ求職者も多い。修了後の就職率も高いため

経理・会計 ・受講者の意欲も高く、就職率も良いため

※ハローワークの担当者から報告を受けたもの。
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       ハロートレーニング（離職者向け）の実績について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和3年度実績

令和3年度計画
定員数 コース数 定員 受講者数

ＩＴ分野 27 339 294

営業・販売・事務分野 29 401 305

医療事務分野 6 90 61

介護・医療・福祉分野 17 155 85

農業分野 1 15 6

旅行・観光分野 0 0 0

デザイン分野 1 12 8

製造分野 19 176 94

建設関連分野 9 102 46

理容・美容関連分野 0 0 0

その他分野 2 20 13

求
職
者
支
援
訓
練

（
基
礎
コ
ー
ス

）

基礎 157 12 175 105

合計 1,886 123 1,485 1,017

（参考）
デジタル分野

- 8 106 75

ハロートレーニング（離職者向け）の令和３年度実績         　　　　　　　  　　　　資料　3-1

１　離職者向けの公的職業訓練の分野別訓練規模

分 野

公
共
職
業
訓
練

（
離
職
者
向
け

）

 
 
 

＋
求
職
者
支
援
訓
練

（
実
践
コ
ー
ス

）

06_山形 総計

1,729

※本資料における用語は、以下のとおり定義しています。

「コース数」

公共職業訓練については、当該年度中に開講したコース及び当該年

度以前から開始し当該年度に実施した訓練コースの数（当該年度以前

に開講し、次年度に繰り越すコースを含む）。

求職者支援訓練については当該年度中に開講したコースの数。

「定員」

当該年度中に開講した訓練コースの定員の数。

「受講者数」

当該年度中に開講したコースに入校した者の数。

「応募倍率」

当該訓練の定員を100とした時の、受講を申し込んだ者の数の倍率。

「定員充足率」

当該訓練の定員に対する受講者数の割合。

「就職率」

訓練を修了等した者のうち就職した者の割合。分母については受講

者数から中途退校者数(中途退校就職者数を除く）等を差し引き、分子

については中途退校就職者を加えている。

ただし、公共職業訓練については、令和３年度末までに終了したコー

ス、求職者支援訓練については、令和３年12月末までに終了したコース

について集計。

「デジタル分野」

IT分野（ITエンジニア養成科など。情報ビジネス科を除く。）、デザイン

分野（WEBデザイン系のコースに限る）等。

用語の定義



令和3年度実績

令和3年度計画
定員数

コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率
令和3年度計画

定員数
コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率

ＩＴ分野 23 290 267 120.0% 92.1% 57.1% 68 4 49 27 63.3% 55.1% -

営業・販売・事務分野 10 145 122 101.4% 84.1% 67.7% 238 19 256 183 79.7% 71.5% 46.7%

医療事務分野 4 60 47 83.3% 78.3% 78.7% 68 2 30 14 53.3% 46.7% 63.6%

介護・医療・福祉分野 14 115 65 60.0% 56.5% 81.9% 170 3 40 20 55.0% 50.0% 57.1%

農業分野 0 0 0 - - - 0 1 15 6 40.0% 40.0% -

旅行・観光分野 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - -

デザイン分野 0 0 0 - - - 0 1 12 8 100.0% 66.7% 50.0%

製造分野 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - -

建設関連分野 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - -

理容・美容関連分野 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - -

その他分野 0 0 0 - - - 136 2 20 13 70.0% 65.0% 15.4%

求
職
者
支
援
訓
練

（

基
礎
コ
ー

ス
）

基礎 - - - - - - - 157 12 175 105 71.4% 60.0% 44.2%

合計 771 51 610 501 100.7% 82.1% 65.5% 837 44 597 376 72.0% 63.0%

（参考）
デジタル分野

- 3 45 40 108.9% 88.9% 50.0% 68 5 61 35 70.5% 57.4% 50.0%

２　離職者向けの公的職業訓練の制度別、分野別訓練の実施状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 資料　3-1

分 野

公
共
職
業
訓
練
（

離
職
者
向
け
）

 
 
 

＋
求
職
者
支
援
訓
練
（

実
践
コ
ー

ス
）

公共職業訓練（都道府県：委託訓練） 求職者支援訓練

771



令和3年度実績

分 野
令和3年度計画

定員数
コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率

令和3年度計画
定員数

コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率

ＩＴ分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

営業・販売・事務分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

医療事務分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

介護・医療・福祉分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

農業分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

旅行・観光分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

デザイン分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

製造分野 1 20 11 80.0% 55.0% 100.0% 18 156 83 57.1% 53.2% 84.8%

建設関連分野 0 0 0 - - - 9 102 46 47.1% 45.1% 76.2%

理容・美容関連分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

その他分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

合計 20 1 20 11 80.0% 55.0% 100.0% 258 27 258 129 53.1% 50.0% 81.8%

（参考）
デジタル分野

- 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - -

20 258

公共職業訓練（都道府県：施設内訓練） 公共職業訓練（高齢・障害・求職者雇用支援機構）



令和4年度実績

令和4年度計画
定員数

コース数 定員 受講者数

ＩＴ分野 18 187 171

営業・販売・事務分野 11 170 139

医療事務分野 3 33 25

介護・医療・福祉分野 11 48 34

農業分野 0 0 0

旅行・観光分野 0 0 0

デザイン分野 0 0 0

製造分野 13 78 68

建設関連分野 6 51 35

理容・美容関連分野 0 0 0

その他分野

求
職
者
支
援
訓
練

（

基
礎
コ
ー

ス
）

基礎 223 6 79 51

合計 1,803 68 646 523

（参考）
デジタル分野

- 2 22 19

ハロートレーニング（離職者向け）の令和４年度実績  （令和４年８月末）　　　　　　　　 資料3-2

１　離職者向けの公的職業訓練の分野別訓練規模

分 野

公
共
職
業
訓
練
（

離
職
者
向
け
）

 
 
 

＋
求
職
者
支
援
訓
練
（

実
践
コ
ー

ス
）

06_山形 総計

1,580

※本資料における用語は、以下のとおり定義しています。

「コース数」

公共職業訓練については、当該年度中に開講したコース及び当該年

度以前から開始し当該年度に実施した訓練コースの数（当該年度以前

に開講し、次年度に繰り越すコースを含む）。

求職者支援訓練については当該年度中に開講したコースの数。

「定員」

当該年度中に開講した訓練コースの定員の数。

「受講者数」

当該年度中に開講したコースに入校した者の数。

「応募倍率」

当該訓練の定員を100とした時の、受講を申し込んだ者の数の倍率。

「定員充足率」

当該訓練の定員に対する受講者数の割合。

「就職率」

訓練を修了等した者のうち就職した者の割合。分母については受講者

数から中途退校者数(中途退校就職者数を除く）等を差し引き、分子に

ついては中途退校就職者を加えている。

ただし、公共職業訓練については、令和３年度末までに終了したコー

ス、求職者支援訓練については、令和３年12月末までに終了したコース

について集計。

「デジタル分野」

IT分野（ITエンジニア養成科など。情報ビジネス科を除く。）、デザイン

分野（WEBデザイン系のコースに限る）等。

用語の定義



令和4年度実績

令和4年度計
画

定員数
コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率

令和4年度計
画

定員数
コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率

ＩＴ分野 16 165 152 130.9% 92.1% - 52 2 22 19 136.4% 86.4% -

営業・販売・事務分野 4 65 60 109.2% 92.3% - 181 7 105 79 79.0% 75.2% -

医療事務分野 3 33 25 84.8% 75.8% - 52 0 0 0 - - -

介護・医療・福祉分野 11 48 34 93.8% 70.8% - 78 0 0 0 - - -

農業分野 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - -

旅行・観光分野 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - -

デザイン分野 0 0 0 - - - 26 0 0 0 - - -

製造分野 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - -

建設関連分野 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - -

理容・美容関連分野 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - - -

その他分野 0 0 0 - - - 130 0 0 0 - - -

求
職
者
支
援
訓
練

（

基
礎
コ
ー

ス
）

基礎 - - - - - - - 223 6 79 51 82.3% 64.6% -

合計 783 34 311 271 115.8% 87.1% - 742 15 206 149 86.4% 72.3%

（参考）
デジタル分野 - 0 0 0 - - - 78 2 22 19 136.4% 86.4% -

          ２　離職者向けの公的職業訓練の制度別、分野別訓練の実施状況（令和4年8月開講分まで）　　　　　　　　　              　 資料　3-2

分 野

公
共
職
業
訓
練
（

離
職
者
向
け
）

 
 
 

＋
求
職
者
支
援
訓
練
（

実
践
コ
ー

ス
）

公共職業訓練（都道府県：委託訓練） 求職者支援訓練

783



令和4年度実績

分 野
令和4年度計

画
定員数

コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率
令和4年度計

画
定員数

コース数 定員 受講者数 応募倍率 定員充足率 就職率

ＩＴ分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

営業・販売・事務分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

医療事務分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

介護・医療・福祉分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

農業分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

旅行・観光分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

デザイン分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

製造分野 1 20 9 55.0% 45.0% - 12 58 59 108.6% 101.7% -

建設関連分野 0 0 0 - - - 6 51 35 74.5% 68.6% -

理容・美容関連分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

その他分野 0 0 0 - - - 0 0 0 - - -

合計 20 1 20 9 55.0% 45.0% - 258 18 109 94 92.7% 86.2% -

（参考）
デジタル分野 - 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - -

20 258

公共職業訓練（都道府県：施設内訓練） 公共職業訓練（高齢・障害・求職者雇用支援機構）



公共職業訓練の実施状況（令和３年度及び令和４年度） 資料　3-3

１、施設内訓練（学卒者・離職者）
（１）学卒者訓練

訓練科名 訓練課程 定員 入校者 中退者 修了者 就職希望者① 就職者② 就職率③(②/①) 定員 入校者 中退者 在校者 就職希望者① うち,就職者② 就職率③(②/①）

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ科(1年次) 10 8 0 8 - - - 10 11 0 11 - - -
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ科(2年次) 10 9 0 9 9 9 100.0% 10 7 0 7 6 4 66.7%
メカトロニクス科(1年次) 20 18 3 15 - - - 20 18 0 18 - - -
メカトロニクス科(2年次) 20 16 1 15 15 15 100.0% 20 14 0 14 12 11 91.7%
知能電子システム科(1年次) 30 28 1 27 - - - 30 29 0 29 - - -
知能電子システム科(2年次) 30 26 0 26 24 24 100.0% 30 26 0 26 24 20 83.3%
情報システム科(1年次) 20 20 0 20 - - - 20 21 0 21 - - -
情報システム科(2年次) 20 21 0 21 21 21 100.0% 20 19 0 19 19 16 84.2%
建築環境ｼｽﾃﾑ科(1年次) 20 20 0 20 - - - 20 17 0 17 - - -
建築環境ｼｽﾃﾑ科(2年次) 20 18 0 18 18 18 100.0% 20 20 0 20 19 18 94.7%
土木エンジニアリング科（1年次） 20 15 0 15 - - - 20 12 0 12 - - -
土木エンジニアリング科（2年次） 20 15 0 15 15 15 100.0% 20 15 0 15 13 12 92.3%
産業技術専攻科 短期・専門 10 4 0 4 - - - 10 4 0 4 - - -

校  合  計 250 218 5 213 102 102 100.0% 250 213 0 213 93 81 87.1%

訓練科名 訓練課程 定員 入校者 中退者 修了者 就職希望者① 就職者② 就職率③(②/①) 定員 入校者 中退者 在校者 就職希望者① うち,就職者② 就職率③(②/①）

生産エンジニアリング科(1年次) 20 17 3 14 - - - 20 14 0 14 - - -
生産エンジニアリング科(2年次) 20 8 0 8 8 8 100.0% 20 14 0 14 14 13 92.9%
情報通信システム科(1年次) 20 19 4 15 - - - 20 15 1 14 - - -
情報通信システム科(2年次) 20 16 2 14 14 14 100.0% 20 15 0 15 15 11 73.3%
ＩＴ会計ビジネス科(1年次) 20 10 0 10 - - - 20 12 0 12 - - -
ＩＴ会計ビジネス科(2年次) 20 6 1 5 5 5 100.0% 20 10 0 10 10 3 30.0%

校  合  計 120 76 10 66 27 27 100.0% 120 80 1 79 39 27 69.2%

訓練科名 訓練課程 定員 入校者 中退者 修了者 就職希望者① 就職者② 就職率③(②/①) 定員 入校者 中退者 在校者 就職希望者① うち,就職者② 就職率③(②/①）

自動車科(1年次) 25 19 0 19 - - - 25 26 0 26 - - -
自動車科(2年次) 25 13 0 13 13 13 100.0% 25 19 1 18 18 18 100.0%
建設技術科(1年次) 20 18 0 18 - - - 20 21 1 20 - - -
建設技術科(2年次) 20 12 0 12 12 12 100.0% 20 18 0 18 18 0 0.0%

校  合  計 90 62 0 62 25 25 100.0% 90 84 2 82 36 18 50.0%

（２）離職者訓練

訓練科名 訓練課程 定員 入校者 中退者 修了者 就職希望者① 就職者② 就職率③(②/①) 定員 入校者 中退者 在校者 就職希望者① うち,就職者② 就職率③(②/①）

金属技術科 短期・普通 20 11 2 9 9 9 100.0% 20 14 1 13 13 0 0.0%
校  合  計 20 11 2 9 9 9 100.0% 20 14 1 13 13 0 0.0%

２　在職者訓練
（１）公開講座

校名 コース数
産業技術短期大学校 8
産業技術短期大学校庄内校 5

校  合  計 13

（２）向上訓練
校名 コース数

山形職業能力開発専門校 16
庄内職業能力開発センター 0

校  合  計 16
※　うち就職者は、現時点で内定者のこと

３　委託訓練
（１）離転職者職業訓練

　　別添報告
（２）障がい者対象訓練

科目名 コース数 定員 コース数 受講者 修了者 就職者 就職率 コース数 定員 受講者 修了者 就職者 就職率
パソコン基礎科 3 21 2 8 8 2 25.0% 2 18 0 0 0 -
インターンシップコース 13 13 7 7 6 5 83.3% 11 11 1 1 1 100.0%
e-ラーニングコース 1 7 0 0 0 0 0.0% 1 8 0 0 0 -

計 58 41 9 15 14 7 50.0% 51 37 1 1 1 100.0%

長期
普通

（普通）

令和４年８月３１日現在
　産業技術短期大学校 令和３年度 令和４年度

長期
高度

（専門）

　産業技術短期大学校庄内校 令和３年度 令和４年度

長期
高度

（専門）

　山形職業能力開発専門校 令和３年度 令和４年度

　庄内職業能力開発センター 令和３年度 令和４年度

令和３年度（計画） 令和３年度（実績） 令和４年度（計画） 令和４年度（実績）
受講者

27 144 21 67 27 146 24
コース数 定員 コース数 受講者 コース数 定員

17
45 235 37 120 43 226 41
18 91 16 53 16 80

令和３年度（計画） 令和３年度（実績） 令和４年度（計画） 令和４年度（実績）
コース数 定員 コース数 受講者 コース数 定員

124

受講者
51 805 35 361 51 765 193

令和４年度（実績）
科目名

パソコン基礎科

0
55 929 39 461 55 889 193
4 124 4 100 4

インターンシップコース
e-ラーニングコース

計

令和３年度（計画） 令和３年度（実績） 令和４年度（計画）



 

 資料４  

 

 

 

 

 

山形労働局職業安定部訓練室 

【職業訓練効果の把握・検証について】 
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公的職業訓練効果検証ワーキンググループ実施要領（案） 

 

１ 目的 

公的職業訓練効果検証ワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）は、適切

かつ効果的な職業訓練を実施していくため、個別の訓練コースについて、訓練修

了者や採用企業からのヒアリングも含め、訓練効果を把握・検証し、訓練カリキ

ュラム等の改善を図ることとする。 

 

２ ＷＧの構成員 

「山形県地域職業能力開発促進協議会設置要綱策定要領」の１（３）の構成員

のうち、都道府県労働局、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支

援機構とし、必要に応じて、地域職業能力開発促進協議会（以下「協議会」とい

う。）構成員の中から任意の者を追加する。 

なお、協議会の構成員として委任した者と同一のものとする必要はなく、構成

員の機関・団体の職員等で差し支えないが、協議会の事務に従事する者として、

正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。                                                                                                                             

 

３ 検証手法 

検証手法は、公的職業訓練の訓練修了者、訓練修了者の採用企業及び訓練実施

機関に対するヒアリングにより行うものとする。 

なお、各種データの統計処理による分析については、訓練カリキュラムの改善

に資する場合に限り各協議会で実施することも可能であるが、都道府県労働局職

員以外の者が直接関わって分析を実施する場合は、①分析するデータの種類・範

囲、②分析手法、③分析の実施者等を明らかした上で、事前に、本省に協議する

こと。 

 

４ ＷＧの具体的な進め方  

（１）検証対象コースの選定 

ア 予め協議会にて検証対象となる訓練分野を選定しておき、ＷＧでは当該

訓練分野の中で訓練修了者が比較的多い訓練コースを３コース（ただし、

異なる訓練実施機関が実施するものとすること。）以上選定する。 

イ 検証対象は、アで選定したコースの訓練実施機関と、各訓練コースにつ

き訓練修了者１人以上、当該訓練修了者を採用した採用企業１社以上とす

る。具体的には、３コースを選定すると、訓練実施機関３者、訓練修了者

３人以上及び採用企業３社以上が対象となる。 

  なお、ヒアリングの対象とする訓練修了者の選定にあたっては、同一の
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性別又は年齢層に偏らないよう配慮すること。 

その他、就職氷河期世代、就職困難者、ひとり親等といった様々な事情

を抱える方々について検証することも有意義であることから、訓練修了者

のうちの一人は、例えば離職期間が長い、離転職を繰り返している等の履

歴のある者をできる限り選定することが望ましい。 

（２）ヒアリングの内容等 

ア ヒアリングは直接又は web 会議のいずれでも差し支えない。 

イ ヒアリング内容は以下の項目を必須とし、協議会独自に質問項目を追加

しても差し支えない。 

① 訓練実施機関へのヒアリング 

・訓練実施にあたって工夫している点 

・訓練実施機関が行っているキャリアコンサルティングの状況 

・訓練実施にあたっての国への要望、改善して欲しい点 

     ② 訓練修了者へのヒアリング 

       ※訓練機関の接遇など、受講中の満足度ではないことに留意。 

・訓練内容のうち、就職後に役に立ったもの 

・訓練内容のうち、就職後にあまり活用されなかったもの 

・就職後に感じた、訓練で学んでおくべきであったスキル、技能等 

③ 訓練修了者を採用した企業へのヒアリング 

・訓練により得られたスキル、技能等のうち、採用後に役に立って

いるもの 

・訓練において、より一層習得しておくことが望ましいスキル、技  

能等 

・訓練修了者の採用について、未受講者（未経験者）の採用の場合

と比較して期待していること（同程度の経験等を有する者同士を

比較。採用事例がない場合は想定） 

（３）ヒアリングを踏まえた効果検証等 

（２）のヒアリングを踏まえ、調査した訓練コースを含む分野全体におい

て、訓練効果が期待できる内容及び訓練効果を上げるために改善すべき内容

について整理する。 

（４）効果検証結果を踏まえた検討 

（３）の効果検証結果を踏まえ、訓練カリキュラム等の改善促進策（案）

等を検討し、協議会への報告事項を整理する。 

【訓練カリキュラムの改善促進策（例）】 

○ 委託訓練について、 

・説明会資料又は委託要綱等の内容に追加 

・公募条件又は入札の加点要素として付加 
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○ 汎用性の高い訓練（就職支援）内容について、 

・求職者支援訓練において、訓練実施期間中に独立行政法人高齢・

障害・求職者雇用支援機構が行う実施状況の確認の際に周知 

・申請・認定事務の際に周知 

・求職者支援訓練の実施機関開拓の際に周知   

（５）協議会への報告 

ＷＧの効果検証結果及び訓練カリキュラムの改善促進策（案）等につい

ては協議会に報告する。 



 

 資料５  

 

 

 

 

 

山形労働局職業安定部訓練室 

【キャリアコンサルティングの機会の確保について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



都道府県労働局・ハローワーク

仕事をお探しの皆さまへ

ハローワークはあなたの就職を全力でサポートします

応募しても書類で落とさ
れてばかり・・・
何がいけないの?

しごとを探したいけど、
何から始めればいい?

どの求人を選べばい
い??

スキルアップして就職し
たい!

面接で緊張して
うまく話せない・・・

★ 転職した方の５人に1人がハローワーク経由で就職しています。

ハローワークでは、ひとりひとりのお悩みに応じたサポートを行います。
就職に関するご相談は、いつでもハローワークへ。

★ 年間の新規求人は８００万人超。全国の求人情報を手軽に検索できます。
あなたのための求人提案も可能です。

★ 全国の拠点は500カ所以上。ハローワークのご利用は無料です。

★ 応募書類の作成のアドバイスや面接対策を行います。

★ スキルアップを希望される方には職業訓練をご案内いたします。

★ 国家資格などを持つ専門の職員がキャリアコンサルティングを行います。

★ 就職活動に役立つさまざまなセミナーを開催しています。

「お仕事探し」でお困りのことはありませんか？

LL040607首01

【資料５】



オンラインによるサービスも充実

■ハローワークインターネットサービス
「オンラインでの求職登録」、「求職者マイページ」の開設

お問い合わせ先

※ナビダイヤルのため、通話料がかかります。
※ご利用の電話回線によっては、接続できない場合があります。

電話番号:0570-077450 受付時間 平日9:30～18:00 (年末年始、祝日除く)

ハローワークインターネットサービスからオンラインで求職登録ができます。

※既にハローワークに求職登録されている方は、この手続きは不要です。

■ポイント１ まずはオンラインで求職登録

マイページを開設すると、希望条件を登録して求人を検索することや、オンラインで求人
に直接応募するなど、効率的に求職活動を進めることができます。
※ハローワークに求職登録されている方も、マイページを開設できます。詳しくは窓口に
ご相談ください。

■ポイント２ 求職者マイページを活用

ネット上には、たくさんの求人情報や就職活動に関する情報があふれています。
ご自分で多くの情報の中から自分に必要なものを選んで就職活動を進めることは大変です。
専門機関であるハローワークをご利用いただくことが効果的です。

■ポイント３ まずはハローワークを使ってみる

ハローワークへの来所が難しい場合など、オンラインによる職業相談やキャリアコンサル
ティングを実施しています。
また、オンラインによる就職支援セミナーや面接会、職場見学なども随時開催しています。

■ポイント４ オンラインによる職業相談・就職支援セミナーも実施

ハローワークインターネットサービス 検索
【URL】
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

■操作方法に関するお問い合わせ
「ハローワークインターネットサービス」や「求職者マイページ」の操作方法に関する
お問い合わせ

メール: helpdesk@hd.hellowork.mhlw.go.jp

■全国のハローワーク所在地
【URL】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/
hellowork.html#whereishellowork
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事業主の皆さまへ

ＰL040901開企01
山形労働局 職業安定部訓練室 Tel.023-626-6106

このパンフレットは、「人への投資促進コース」についてのポイントをまとめた簡易版です。
支給要件の詳細は、「人材開発支援助成金（人への投資促進コース）のご案内（詳細版）」を
ご確認の上、ご不明な点は都道府県労働局へお問い合わせください。

人材開発支援助成金
（人への投資促進コース）

労働者の知識・技能の向上にご活用ください

デジタル／成長分野

ＩＴ分野未経験

サブスクリプション

自発的能力開発

教育訓練休暇

高度デジタル人材訓練／成長分野等人材訓練

高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練

情報技術分野認定実習併用職業訓練

OFF-JTとOJTを効果的に組み合わせた訓練として厚生労働大臣の
認定※を受けたＩＴ分野未経験者に対する訓練
※厚生労働大臣の認定制度は、都道府県労働局にお問い合わせください。

定額制訓練

多様な訓練の選択・実施を可能とするサブスクリプション型の研修
サービスによる訓練

自発的職業能力開発訓練

労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主への助成

長期教育訓練休暇等制度

働きながら訓練を受講するための長期休暇制度や短時間勤務等制度を
導入する事業主への助成

人への投資促進コース 訓練内容や実施目的に応じたメニューがあります
eラーニングや通信制による訓練等も、助成対象です。

雇用保険被保険者に対して、職務に関連した専門的な知識と技能の習得を目的と

して、計画に沿って訓練を実施した場合に、訓練中の賃金と訓練にかかった経費

の一部を助成します。

自発的な教育訓練を受けるために必要な教育訓練休暇を労働者に与える長期教育

訓練休暇等制度を企業に導入し、労働者が実際に教育訓練休暇等を取得した場合

に導入経費と教育訓練休暇中の賃金の一部を助成します。

「人への投資促進コース」とは
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• （ ）内の助成率（額）は、生産性の向上が認められる場合に加算される率（額）です。
高度デジタル人材訓練と成長分野等人材訓練は、当該加算はありません。

• 賃金助成額は１人１時間当たりの額です（※長期教育訓練休暇制度は１人１日当たりの額）。

• OJT実施助成額は１人１訓練当たりの額（定額）です。

• 賃金助成とOJT実施助成は所定労働時間内の訓練に限ります。

• 経費助成は、受講者１人当たりで次の額を限度としています。

• （ ）内は大企業の額です。

• 大学・大学院での訓練は、一年度あたりの限度額です。
それ以外の民間の教育訓練機関等で実施される訓練は、一の年間職業能力開発計画（様式第３－１号）当たりの限度額
になります。

• 定額制訓練に対する助成は、受講者１人当たりの経費助成の限度額はありません。

• 助成率･額の詳細や生産性要件は、詳細版パンフレットをご確認ください。

訓 練 メ ニ ュ ー 対象者 対 象 訓 練
経費助成率 賃金助成額 OJT実施助成額

中小企業 大企業 中小企業 大企業 中小企業 大企業

高度デジタル人材訓練
正規

非正規

高度デジタル訓練
(ITスキル水準（ITSS）

レベル３､４以上)
75% 60％ 960円 480円 －

成長分野等人材訓練 海外を含む大学院での訓練 75％
国内大学院

960円 －

情報技術分野認定実習
併 用 職 業 訓 練

正規
OFF-JT＋OJTの組み合わせの
訓練（IT分野関連の訓練）

60％
(+15％)

45％
(+15%)

760円
(+200円)

380円
(+100円)

20万円
(+5万円)

11万円
(+3万円)

定 額 制 訓 練
正規

非正規

定額制訓練（サブスクリプ
ション型の研修サービス）

による訓練

45％
(+15％)

30％
(+15％）

－ －

自 発 的 職 業 能 力
開 発 訓 練

正規
非正規

労働者の自発的な職業訓練費
用を事業主が負担した訓練

30％
(＋15％)

－ －

長 期 教 育 訓 練
休 暇 等 制 度

正規
非正規

長期教育訓練休暇制度
（30日連続休暇取得）

制度導入経費

20万円
(+4万円)

1日当たり

6000円
(+1200円)

－

所定労働時間の短縮および
所定外労働時間の免除制度

制度導入経費

20万円
(+4万円)

－ －

訓 練 メ ニ ュ ー
実訓練時間数

100H未満
実訓練時間数
100~200H未満

実訓練時間数

200H以上
大学

（一年度当たり）
大学院

（一年度当たり）

高度デジタル人材訓練 30(20)
万円

40(25)
万円

50(30)
万円

150(100)
万円 －

成長分野等人材訓練 － － － － 国内150万円
海外500万円

情報技術分野認定実習
併 用 職 業 訓 練

15(10)
万円

30(20)
万円

50(30)
万円 － －

自 発 的 職 業 能 力
開 発 訓 練

７万円 15万円 20万円 60万円 国内60万円
海外200万円

支給額はどのくらいですか？

訓練メニューに応じて、以下の助成が受けられます

受講者１人当たりの助成限度額

2
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職業能力開発推進者、事業内職業能力開発計画

職業能力開発推進者とは、社内で職業能力開発の取り組みを推進するキーパーソンとなる役割を担う
方を指します。事業内職業能力開発計画とは、自社の人材育成の基本的な方針を定めて従業員に周知
するものをいいます。

職業能力開発促進法では、事業主は職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を作成す
るよう努めることとしています。人材開発支援助成金ではこれらを措置している事業主を助成対象と
しています。

実習併用職業訓練にかかる厚生労働大臣の認定

実習併用職業訓練とは、OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練のことで、実施計画を立てて申請をすると、
その訓練が効果的であるとして厚生労働大臣の認定を受けることができます。

認定を受けた訓練を対象として、人材開発支援助成金を申請する場合は、訓練実施日の２か月前まで
に認定の申請をする必要があります。

どのような要件がありますか？

主な事業主要件／労働者要件は以下のとおりです

支給対象事業主
雇用保険適用事業所の事業主であること

職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を策定し、従業員に周知している
事業主であること

訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っている事業主であること
（自発的職業能力開発訓練、育児休業中の訓練と無給の長期教育訓練休暇等制度の場合を除く）

支給申請までに訓練にかかった経費をすべて（自発的職業能力開発訓練の場合は１/２以
上）負担している事業主であること
（長期教育訓練休暇等制度の場合を除く）

訓練計画届または制度導入・適用計画届提出日の前日から起算して６か月前の日から
支給申請提出日までの間に、事業主都合で雇用保険被保険者を離職させた事業主でない
こと

労働局が行う審査や実地調査に協力する事業主であること

不正受給を行ったことで不支給措置期間にある事業主でないこと など

３

支給対象労働者
●訓練実施期間中において、申請事業主に雇用される雇用保険被保険者であること

訓練計画届提出時に添付する「訓練別の対象者一覧」（様式第４号）で届けられている者
であること（長期教育訓練休暇等制度の場合を除く） など

このページに記載されていない要件もあります。詳しくは詳細版パンフレットをご確認ください。
下記の制度は、厚生労働省のウェブサイトで紹介しています。
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高度デジタル人材等訓練

確認項目が多いため、他の助成金よりも支給可否の決定までに時間がかかる場合があります。

計画に沿って訓練を実施

変更届の提出

労働局の審査を経て支給

実習併用職業訓練とし
て、厚生労働大臣の認
定を受ける
(訓練開始日２か月前ま
でに認定申請)

→詳細は３ページを参照

職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定 →詳細は３ページを参照

長期教育訓練
休暇等制度

情報技術分野認定
実習併用職業訓練

制度導入・周知

就業規則または労働協約
への各制度を規定する

制度導入・適用計画の提出

制度導入・適用計画期間の初日
から起算して６か月前から１か
月前までに管轄労働局かハロー
ワークへ提出し、労働局の確認
を受ける

訓練実施計画届、年間職業能力開発計画の提出

訓練開始日（定額制は契約締結日）の１か月前までに
管轄労働局かハローワークへ提出し、労働局の確認を受ける

計画に沿って制度を適用

支 給 申 請

訓練終了日の翌日から起算して２か月以内に

管轄労働局へ提出する

支給申請

制度導入・適用計画期間（制度
導入日から３年）内に、支給要
件を満たす制度の最終適用日
（教育訓練短時間勤務等制度の
場合は最初の適用日）の翌日か
ら２か月以内に管轄労働局へ提
出

自発的職業能力
開発訓練

制度導入・周知

就業規則または

労働協約への

各制度を規定する

定額制訓練

どのような手続きが必要ですか？

各メニューの手続きの流れは以下のとおりです

変更届の提出

計画を変更する場合

４

→手続きの詳細は５ページを参照 →手続きの詳細は６ージを参照
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手続きを詳しく知りたい①

長期教育訓練休暇等制度以外の手続きは以下のとおりです

ご注意ください
届出期限内に訓練計画届の提出がない場合には、助成金は支給されません。
郵送で提出をする場合、管轄労働局への到達日が受理日となりますので、ご注意ください。

！

訓練実施計画届・年間職業能力開発計画の提出
事業内職業能力開発計画に基づき、１年間に従業員の職業能力開発をどのように進めるか
の計画を作成した上で、訓練の実施期間・実施場所・対象労働者などを具体的に記載した
実施計画を、訓練開始日※の１か月前までに管轄労働局に提出します。
※定額制訓練および自発的職業能力開発訓練のうち定額制サービスによる訓練の場合、定額制サービスの契約期間の初日となります。

主な提出書類

• 訓練実施計画届（様式第１号）

• 年間職業能力開発計画（様式第３－１号）

• 訓練別の対象者一覧（様式第４号）

など

主な添付書類

• 訓練内容を確認できる書類（訓練カリキュラム、予定表など）

• 訓練の対象労働者を確認できる書類

• 訓練期間中の労働条件がわかるもの（雇用契約書（写）など）

など

主な申請書類

• 支給要件確認申立書（共通要領様式第１号）

• 支払方法・受取人住所届

• 支給申請書（様式第５号）

• 賃金助成と実施助成の内訳（様式第６号）

• 経費助成の内訳（様式第７－１号）

• OFF-JT実施状況報告書（様式第８－１号）

• 訓練を行う者が不正受給に関与していた場合に連帯債務を負うこと等についての
承諾書（様式第12号）

など

主な添付書類

• 訓練期間中の出勤状況・出退勤時刻を確認するための書類
（出勤簿、タイムカードなど）

• 受講者に対して訓練期間中の賃金が支払われていたことを確認できる書類
（賃金台帳など）

• 事業主が訓練費用を負担していることを確認できる書類（振込通知書など）

• 訓練に使用した教材の目次等の写し

• 該当する対象訓練で発行された修了証や、使用したジョブ・カード

など

支給申請
訓練終了日の翌日から２か月以内に、支給申請書などを管轄労働局に提出します。
支給申請までに、訓練にかかった経費をすべて支払っていることが必要です。

・・

申請様式は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

支給申請書などの書類は、計画届提出時点の様式をお使いください。

例：令和４年５月に計画届を提出し受理されたものの場合は、上記リンク先「申請書類ダウンロード」の項目から、
『申請書類（令和４年４月1日以降に計画届を提出された方はこちら）』を使用してください。

5
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主な申請書類
• 制度導入・適用計画届（訓練休暇様式第１号）

• 事前確認書（訓練休暇様式第７号）

など

主な添付書類

• 就業規則または労働協約（制度規定前のものの写しと制度規定後の案）

＜既に長期教育訓練休暇制度を導入している場合＞

• 長期教育訓練休暇制度に関する申告書（訓練休暇様式第５－４号）

• 事業内職業能力開発計画

など

主な申請書類

• 制度導入・適用計画届（訓練休暇様式第１号）

• 支給要件確認申立書（共通要領様式第１号）

• 支払方法・受取人住所届

• 支給申請書（訓練休暇様式第４号）

• 実施状況報告書（訓練休暇様式第５－２号または訓練休暇様式第５－３号）

• 賃金助成の内訳（訓練休暇様式第６号）※有給の長期教育訓練休暇を取得した場合

など

主な添付書類

• 就業規則または労働協約の写し

• 休暇等を取得した労働者が被保険者であることを確認できる書類
（雇用契約書（写）等）

• 訓練期間中の出勤状況・出退勤時刻を確認できる書類
（出勤簿、タイムカードなど）

• 休暇取得者に賃金が支払われていたことを確認できる書類（賃金台帳など）
※有給の休暇の場合のみ

• 事業主以外が行う教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングを、事業主以
外が実施していることを確認できる書類（訓練カリキュラム、受講案内等）

など

手続きを詳しく知りたい➁

長期教育訓練休暇等制度の手続きは以下のとおりです

制度導入・適用計画の提出
事業内職業能力開発計画に基づき、１年間に従業員の職業能力開発をどのように進める
かの計画を作成した上で、具体的な内容を記載した計画を、制度導入・適用計画期間の

初日から起算して６か月前から１か月前までに管轄労働局に提出します。

支給申請
支給要件を満たす休暇等の最終取得日の翌日から２か月以内に、支給申請書などを管轄労
働局に提出します。

ご注意ください
届出期限内に訓練計画届の提出がない場合には、助成金は支給されません。
郵送で提出をする場合、管轄労働局への到達日が受理日となりますので、ご注意ください。

申請様式は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

支給申請書などの書類は、計画届提出時点の様式をお使いください。

例：令和４年５月に計画届を提出し受理されたものの場合は、上記リンク先「申請書類ダウンロード」の項目から、
『申請書類（令和４年４月1日以降に計画届を提出された方はこちら）』を使用してください。

！
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例えば以下のような訓練は、支給対象になりません。

• 職務に直接関係ないもの、趣味教養のもの、通常の事業活動の範囲内で行われるべきもの、法令等で義
務づけられたものなど、助成目的に適合しない内容の訓練

• 講演会・学会など、訓練ではないもの

• OFF-JTが通常の生産活動と区別されない場所で実施されているものなど、助成目的に適合しない実施方
法の訓練

• 講師要件を満たさない者が講師をつとめる事業内訓練

• OJTに必要な指導者を確保できておらず、受講生ひとりで実施するもの

など

変更届を提出せずに、計画とは違うカリキュラムや日時･場所等で訓練を実施した場合等も、変更した部分
は対象になりません。詳しくは詳細版パンフレットをご確認ください。

例えば以下のような訓練については、対象になりません。

• OJT

• 業務命令で受講させるもの

• 通常の事業活動の範囲内で行われるもの（自社の経営方針の説明・報告会、自社製品・サービス・社内
制度に関する説明など）

• 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの

• 研究会、発表会、見学会、視察旅行など

• 労働者の休暇日に受講するもの（休暇日を振り替えたとしても対象となりません）

• 事業主が主催するOFF-JT（事業主が事業主以外の設置する教育訓練施設等に依頼して行うもの、外部講
師を派遣して行うものも対象となりません）

よくあるご質問

助成金がもらえない訓練はありますか？

教育訓練休暇の対象とならない訓練はありますか？

「OJT」「OFF-JT」とはどのようなものですか？

「OJT」は、適格な指導者※の指導のもとで、企業内の事業活動の中で実施する実習訓練をいいます。
「OFF-JT」は、 企業の事業活動（通常の業務・生産ライン）と区別して実施する座学または実技訓練です。

※訓練を実施する事業所の事業で報酬を貰っている役員等の方や同事業所から賃金を貰っている従業員

例えば以下のように区別することができます。

• パソコン操作 → 顧客への礼状の作成はOJT ／ 操作習得用の練習文書の作成はOFF-JT

• 研磨作業 → 出荷品を研磨するのはOJT ／ 出荷しない不良･廃棄品を使って研磨の練習をするのはOFF-JT

• パーマ施術 → 自店舗等でお客さまに施術するのはOJT／ モデルウイッグに施術するのはOFF-JT

７
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キャリアアップ・キャリアチェンジを目指す労働者の皆さまへ

教育訓練給付制度のご案内

教育訓練 検索 検 索

労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した

方に対し、その費用の一部が支給される制度です。

対象となる教育訓練は、そのレベルなどに応じて３種類があり、それぞれ給付率が異なります。

教育訓練給付とは？

教育訓練の種類と給付率 対象講座の例

専門実践教育訓練

最大で受講費用の70%
［年間上限56万円・最長４年］

を受講者に支給

業務独占資格などの取得を目標とする講座
・介護福祉士、社会福祉士、看護師、美容師、歯科衛生士、

保育士、調理師 など

デジタル関係の講座
・ITSSレベル３以上のIT関係資格取得講座

・第四次産業革命スキル習得講座（経済産業大臣認定）

大学院・大学などの課程
・専門職大学院の課程（MBA、法科大学院、教職大学院 など）

・職業実践力育成プログラム（文部科学大臣認定） など

専門学校の課程
・職業実践専門課程（文部科学大臣認定）

・キャリア形成促進プログラム（文部科学大臣認定）

特定一般教育訓練

受講費用の40%
［上限20万円］
を受講者に支給

業務独占資格などの取得を目標とする講座
・介護職員初任者研修、大型自動車第一種・第二種免許、

税理士 など

デジタル関係の講座
・ITSSレベル２以上のIT関係資格取得講座 など

一般教育訓練

受講費用の20%
［上限10万円］
を受講者に支給

資格の取得を目標とする講座
・英語検定、簿記検定、ITパスポート など

大学院などの課程
・修士・博士の学位などの取得を目標とする課程

対象の教育訓練は、約14,000講座。

具体的な講座は、教育訓練給付制度［検索システム］で検索できます。

オンラインで受講できる講座や、夜間・土日に受講できる講座もあり、

働きながら受講することができます。

対象講座

LL030714開若01

資料6-2



いいえ

教育訓練給付が受けられます

いいえ

ハローワークで支給要件照会の手続きをすると、給付が受けられるかどうかをより詳しく調べることができます。

必要な雇用保険の加入期間を過ぎると

教育訓練給付が受けられます

その他の支援策として、
主に離職中の方を対象とした
求職者支援訓練などがあります

お問い合わせ
給付条件や手続きの詳しい内容は、お住まいを管轄するハローワークにお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ（教育訓練給付制度について）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

講座の受講・修了

受給資格確認
受講開始日の１か月前までに、お住まいを管轄するハローワークで行います

訓練前キャリアコンサルティング
どのハローワークでも受けることができます

支 給 申 請
修了日の翌日から１か月以内に、お住まいを管轄するハローワークで行います

専門実践教育訓練 特定一般教育訓練 一般教育訓練

はい いいえ

はい

はい

はい

はいいいえ いいえ

教育訓練給付が受けられます

教育訓練給付を受けるには、雇用保険の加入期間などの条件があります。

パート・アルバイトや派遣労働者の方も対象です。

給付条件

給付手続き

※ただし、平成26年10月１日以降に教育訓練
給付の支給を受けている場合、前回の支給日
から今回の受講開始日までに３年以上経過し
ている必要があります。

※求職者支援訓練は、離職してから１年以内で、
教育訓練給付の受給に必要な雇用保険の加入
期間が不足している方も対象です。
詳しくはハローワークにご相談ください。

受講開始日時点で、在職中で雇用保険に加入している

離職してから１年以内である
妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由により
適用対象期間の延長を行った場合は最大20年以内

今までに教育訓練給付を受けたことがない

雇用保険の加入期間が
１年以上ある

専門実践教育訓練を受講する場合は２年以上

前回の受講開始日以降、雇用
保険の加入期間が３年以上ある



教育訓練給付制度とは

労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修
了した方に、訓練費用の一部が支給される制度です。
対象となる教育訓練は、レベルなどに応じて３種類あり、それぞれ給付率が異なります。

教育訓練
の種類 専門実践教育訓練 特定一般教育訓練 一般教育訓練

給付率
最大で受講費用の70%

［年間上限56万円・最長４年］
を受講者に支給

受講費用の40%
［上限20万円］
を受講者に支給

受講費用の20%
［上限10万円］
を受講者に支給

労働者の学び直しを支援するため、教育訓練給付講座指定の「特別申請期間」を設けました。
対象は「デジタル等成長分野の講座」、「土日・夜間・オンラインの講座」です。
教育訓練実施者の皆さま、この機会に講座指定申請をお願いいたします！

※通常の申請期間は、10月３日～11月７日です。

特別申請期間

2022年12月１日（木）～2023年１月10日（火）

対象講座

●デジタル講座

●土日講座、平日（夜間）講座 ※通学制

●オンライン講座（eラーニング講座、一部eラーニング講座）

・新規指定申請に限ります（再指定申請講座は対象外です） 。

・専門実践、特定一般、一般教育訓練のいずれも対象です。

・一般教育訓練は通常申請期間の新規申請を３講座までとしていますが、この期間中の

対象の講座であれば申請数に上限はありません。

・2023年４月から対象講座として指定されます。

お問い合わせ

講座指定の申請手続き
中央職業能力開発協会 能力開発支援部 教育訓練支援課
03-6758-2828／2825／2824

講座指定の基準
厚生労働省 人材開発統括官 若年者・キャリア形成支援担当参事官室
03-5253-1111（内線5398）

教育訓練給付制度について（厚生労働省ウェブサイト）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

教育訓練給付 学び直し応援キャンペーン
「デジタル等成長分野の講座」「土日・夜間・オンラインの講座」

の特別申請期間を設けて 労働者の学び直しを応援します

デジタル等成長分野の講座・オンライン講座等を
運営する教育訓練実施者の皆さまへ

LL040920開若01
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  【参考資料 1】 

 

令和３年度山形県地域職業訓練実施計画 

令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日  

山 形 労 働 局 

山 形 県 

                           独立行政法人 高齢・障害・求職者 

雇 用 支 援 機 構  山 形 支 部 

１ 総則 

（１）計画のねらい 

 産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化の中で、職業の安定、

労働者の地位の向上及び経済社会の発展を図るためには、これらによる業務の

内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たっての円滑な

再就職に資するよう、労働者に対して適切な職業能力開発を行う必要がある。こ

のため、事業主等が行う職業能力開発に関する自主的な努力を尊重しつつ、雇用

失業情勢等に応じて、国が、職業能力開発促進法（以下「能開法」という。）第

16 条第 1 項の規定に基づき設置する公共職業能力開発施設（以下「職業能力開

発施設」という。）において実施する職業訓練（能開法第 15 条の７第 3項の規定

に基づき実施する訓練（以下「委託訓練」という。）を含む。以下「公共職業訓

練」という。）及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法

律（以下「求職者支援法」という。）第 4条第 1項の規定により厚生労働大臣の

認定を受けた職業訓練（以下「求職者支援訓練」という。）の充実を図ることに

より、労働者の十分な職業能力開発の機会を確保する必要がある。 

本計画は、現下の雇用失業情勢等を踏まえ、本計画の対象期間（以下「計画期

間」という。）中における公共職業訓練及び求職者支援訓練（以下「公的職業訓

練」という。）の対象者数等を明確にし、計画的な公的職業訓練の実施を通じて、

職業の安定、労働者の地位の向上等を図るものである。また、公共職業能力開発

施設は、本計画を実施する際に、山形労働局、公共職業安定所、山形県等関係機

関との連携を図り、効率的かつ効果的な職業訓練の実施を図るものとする。 

※公的職業訓練の内訳及び実施主体 

 イ 公共職業訓練 

・山形県 

・国（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構山形支部〈ポリテクセンタ

ー山形〉） 

ロ 求職者支援訓練 

・国（山形労働局） 

 

（２）計画期間 

計画期間は、令和３年４月 1日から令和４年３月 31 日までとする。 

 

（３）計画の改定 

本計画は、公的職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改定を行うも
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のとする。 

 

２ 労働市場の動向と課題等 

（１）労働市場の動向と課題 

近年、日本経済は緩やかな回復基調にあり、雇用情勢は着実に改善していた

が、新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年度第１四半期の国内生産

において戦後最大の落ち込みが生じるなど、今後も新型コロナウイルス感染症

が雇用に与える影響に一層注意する必要がある。 

他方で、少子高齢化・人口減少社会が進展する中、我が国の持続的な経済成長

のためには、働き方改革の推進等を通じた非正規雇用労働者の処遇改善、長時

間労働の是正、安全で健康に働くことができる職場づくり、柔軟な働き方がし

やすい環境整備、人材育成の強化・人材確保対策の推進などにより、労働環境の

整備・生産性の向上を図ることが喫緊の課題である。こうした中、いわゆる就職

氷河期世代は、現在、30 代半ばから 40 代半ばに至っているが、雇用環境が厳し

い時期に就職活動を行った世代であり、様々な課題に直面している者がおり、

就職氷河期世代が抱える固有の課題（希望する就業とのギャップ、実社会での

経験不足等）や今後の人材ニーズを踏まえつつ、個々人の状況に応じた支援が

求められている。 

このため、これらの課題等に的確に対応するため、離職者の再就職の実現に

資する公的職業訓練を実施するとともに、産業界や地域の人材ニーズに合致し

た在職者の生産性の向上等、多様な職業能力開発の機会を確保・提供すること

が重要である。 

特に、若者、女性、障害者、ひとり親、生活保護受給者や生活困窮者など多様

な対象者に対し、それぞれの職業能力開発を含めた就労支援の充実を図ること

が必要である。高年齢者においても、年齢に関わりなく働き続けたいという生

涯現役社会の実現に向け、高齢者の継続雇用や再就職に向けた職業能力開発を

一層充実させていくことが求められている。 

 

（２）令和２年度における公的職業訓練をめぐる状況 

令和２年度の新規求職者のうち、求職者支援法第２条に規定する特定求職者

に該当する可能性のある者の数は令和２年 11 月末現在で 14,773 人であった。 

そうした中、令和２年度の公的職業訓練の受講者数は、令和３年 1月末現在

で公共職業訓練（離職者訓練）は 640 人であり、求職者支援訓練は 183 人であ

った。 

また、令和２年度の就職率は、令和３年 1月末現在で公共職業訓練（離職者

訓練）の施設内訓練が 68.7％、委託訓練が 60.9％、求職者支援訓練の基礎コ

ースが 56.4％、実践コースが 54.6％であった。 

注：就職率は、平成元年10月末から令和２年7月末までに修了した者の訓練修了後3

カ月における雇用保険適用就職（公共職業訓練は雇用保険適用相当就職を含む）し
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た者の割合。 

 

３ 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等 

離職者を対象とする公的職業訓練については、人材不足が深刻な分野、成長

が見込まれる分野等における人材育成に重点を置きつつ訓練を実施する。 

   さらに、同時双方向型によるオンラインによる訓練の実施が可能となること

から、実施状況や訓練効果等を踏まえながら、オンラインによる訓練の実施を

推進していくこととする。 

 

（１）公共職業訓練（離職者訓練）の対象者数等 

① 対象者数及び就職率に係る目標 

計画期間中に実施する離職者訓練の対象者数は、1,089 人とする。 

離職者訓練の対象者数のうち、318 人については、施設内訓練（公共職業能

力開発施設内で実施する訓練をいう。以下同じ。）として実施するものとす

る。施設内訓練のうち、30 人については企業実習と座学を一体的に組み合わせ

た訓練（以下「日本版デュアルシステム」という。）として実施するものとす

る。 

また、離職者訓練の対象者数のうち、771 人については、委託訓練として実施

するものとする。 

就職率は施設内訓練で 80％、委託訓練で 75％を目指す。 

② 離職者訓練の内容 

離職者訓練については、職業能力に係る労働力需給のミスマッチを解消する

ため、知識の付与及び実習による技能の習得など、訓練の内容に応じた多様な

職業能力開発の機会を提供し、地域における離職者等の多様な就業ニーズ及び

企業の人材ニーズに応じた支援を実施するものとする。 

   施設内訓練として実施する職業訓練については、民間教育訓練機関では実施

できないものづくり分野において実施する。 

   出産・育児を理由とする離職者については、育児と職業訓練の両立を支援す

るため、託児サービス付き訓練コースの設定を促進し、早期就職を支援する。 

 ③ 効果的な離職者訓練の実施のための取組 

産業界及び地域の人材ニーズを把握し訓練コースの見直しを行うほか、定員

の充足状況や修了者の就職実績が低調なものについては、原因を分析しながら

訓練コースの見直しを行うものとする。 

また、安定的な雇用への移行を実現するためには、高い職業能力が求められ

ることから、就職の実現に必要とされる知識・技能を習得するための長期的な

訓練を積極的に設定することで、就職率の向上を図るものとする。 

 

 

《山形県》施設内訓練（短期課程） 
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校   名 期 間 定員(人) 科 目 名 

県立庄内職業能力開発センター 12 カ月 20 金属技術科 

 

《独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構山形支部》施設内訓練 

校   名 定員(人) 科 目 名 

ポ リ テ ク セ ン タ ー 山 形

（山形職業能力開発促進センター） 
298 

ＮＣ生産システム科（橋渡し訓練付１カ月

間）、ＮＣ生産システム科（短期デュアル

システムコース）（橋渡し訓練付１カ月

間）、溶接施工科、福祉住環境サービス科、

住宅デザイン施工科、電気設備技術科 

※訓練期間は６カ月間（ＮＣ生産システム

科のみ１カ月＋６カ月間） 

合   計 298 ６科目（１６コース） 

 

《山形県》離転職者職業訓練（委託訓練） 

訓 練 種 別 コース数 定員(人) 科 目 名 

離転職者職業訓練 

（長期高度人材育成

コース） 

8 36 

介護福祉士養成科 

保育士養成科 

※訓練期間は 24カ月間。 

離転職者職業訓練 

（知識等習得コース） 
38 725 

PC 活用事務（OA システム科）、OA ビジネス

活用科、OA 経理事務科、事務系（経理実務

科、医療事務科、不動産実務科）、介護系（介

護サービス科）、 その他（自由提案枠訓練

コース 160 人分（託児 3）、提案型訓練コー

ス 165 人、予備コース 100 人分を含む。）

（託児サービス付加訓練3コースを含む。） 

※訓練期間は２～４カ月間。 

デュアルシステム訓練 1 10 3 カ月座学＋1カ月企業実習 

合  計 47 771 
複数年度跨ぎコース５コース、75 人分を含

む 

 

 

（２）公共職業訓練（在職者訓練）の対象者数等 

① 対象者数 

計画期間中に実施する在職者訓練の対象者数は、1,994 人とする。このほか、

民間人材を活用した企業の生産性向上のための支援については 550 人を対象と

する。 

② 在職者訓練の内容 

在職者訓練については、産業構造の変化、技術の進歩等による業務の変化に
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対応する高度な技能及びこれらに関する知識を習得させる真に高度な職業訓練

であって、民間教育訓練機関において実施することが困難なものを実施するも

のとする。 

また、ポリテクセンター山形に設置した生産性向上人材育成支援センターに

よる在職者訓練のコーディネートや生産性向上に必要な生産管理、ネットワー

クやデータ処理等のＩＴ利活用による業務改善や情報セキュリティ対策等を習

得するための事業主支援等を行い、民間人材を活用した在職者向けの訓練の拡

充により中小企業等の労働生産性向上に向けた人材育成を支援する。併せて中

高年齢者の就業機会の確保に向けた訓練を実施する。 

 ③ 効果的な在職者訓練の実施のための取組 

地域の中小企業事業主等の人材ニーズを把握した上で、真に必要とされてい

る在職者訓練の訓練コースの設定を行うとともに、個々の中小企業事業主等の

具体的なニーズに即した実施方法等により行うものとする。  

 

《山形県》在職者訓練（公開講座） 

 主に高度な技術の習得希望者や少人数制の研修希望者を対象。 

校   名 コース数 定員(人) コース名 

県立産業技術短期大

学校 
28 149 

機械工学セミナー、生産改善・革新セミナ

ー、IｏＴセミナー、他 

県立産業技術短期大

学校 庄内校 
18 96 

シーケンス制御入門、マシニングセンタ入

門、３次元ＣＡＤ入門、他 

合  計 46 245  

《山形県》在職者訓練（向上訓練） 

 主に技能検定等の資格取得希望者や新たな知識や技能・技術を習得したい希望者を対象。 

校   名 コース数 定員(人) コース名 

県立山形職業能力開

発専門校 
51 805 

生産管理基礎、品質管理基礎、ビジネスス

キル基礎、エクセル活用、オーダーメイド

コース、パソコン入門、エクセル基礎、会

計の基礎、自営型テレワーク、他 

県立庄内職業能力開

発センター 
4 124 

アーク溶接特別教育(2 コース)、造園工事

作業の製作等作業試験対応、造園工事作業

の判断等試験対応 

合  計 55 929  

 

 

《独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構山形支部》 

在職者訓練（能力開発セミナー） 

 中小企業等で働く方々を対象に、概ね 2～5日のものづくり分野の職業訓練を実施。 

校   名 コース数 定員(人) 訓 練 分 野 
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ポリテクセンター山形

（山形職業能力開発促進センター） 
79 820 

◎機械系 

◎電気・電子系 

◎居住系 

合   計 79 820  

《独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構山形支部》 

在職者訓練（生産性向上支援訓練） 

中小企業等で働く方々を対象に、4～30時間の生産性向上支援訓練を実施。 

校   名 コース数 定員(人) 訓 練 分 野 

ポリテクセンター山形

（山形職業能力開発促進センター） 

（生産性向上人材育成支援センター） 

― 550 

◎生産性向上支援訓練 

 生産管理､品質管理､組織ﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ､営業･販売、生涯ｷｬﾘｱ形成、デー

タ活用、バックオフィス 他 

合   計 ― 550  

 

（３）公共職業訓練（学卒者訓練）の対象者数等 

① 対象者数 

計画期間中に実施する学卒者訓練の対象者数は、460 人とする。 

② 学卒者訓練の内容 

学卒者訓練については、新規高等学校卒業者等を対象に、ものづくりの現場

の戦力となる高度な実践技能者の育成を図るため、職業に必要な技能及びこれ

に関する知識を習得させることを目的とした比較的長期間の公共職業訓練を実

施するものとする。 

 ③ 効果的な学卒者訓練の実施のための取組 

産業界及び地域の人材ニーズを把握し、訓練コースの見直しを行うものとす

る。学卒者訓練の訓練コースのうち、定員の充足状況や修了者の就職実績が低

調なものについては、その原因の把握及び分析を行った上で、その内容等の見

直しを図るものとする。       

 

《山形県》高度職業訓練（専門課程） 

 専門課程として新規学卒者等を対象とした高度職業訓練を実施する。 

校   名 
コース

数 

定員

(人) 
コース名 

県立産業技術短期大学校 7 250 

【２年課程】 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ科、メカトロ

ニクス科、建築環境システム科、

情報システム科、知能電子シス

テム科、土木エンジニアリング

科 

【１年課程】 
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産業技術専攻科（社会人等対象） 

県立産業技術短期大学校

庄内校 
3 120 

【２年課程】 

生産エンジニアリング科、情報

通信システム科、IT 会計システ

ム科 

合  計 10 370  

 

 

《山形県》普通職業訓練（普通課程） 

 普通課程として中卒、高卒の新規卒業者を対象とした職業訓練を実施する。 

校   名 
コース

数 

定員

(人) 
訓 練 分 野 

県立山形職業能力開発専

門校 
2 90 

【２年課程】 

自動車科（高卒）、建設技術科（中

卒） 

合   計 2 90  

 

（４）障害者等に対する公共職業訓練の対象者数等 

① 対象者数 

計画期間中に実施する障害者等に対する公共職業訓練の対象者数は、41 人と

する。 

また、就職率は委託訓練で 55％を目指す。 

② 障害者等に対する公共職業訓練の内容 

民間企業等に対して委託する障害者委託訓練では、訓練受講対象となる障害

者のニーズを把握し、各コースの定員の確保に努める。また、特に法定雇用率

が未達成である企業や、障害者の雇用の経験の乏しい企業等を開拓するととも

に、訓練内容や就職支援の充実を図りながら、引き続き推進するものとする。       

 ③ 障害者等に対する効果的な公共職業訓練の実施のための取組 

障害者の就業ニーズ及び企業の人材ニーズを踏まえ、定員の充足状況や修了

者の就職実績を検証しながら、訓練コースの見直しを行うものとする。 

当該公共職業訓練の受講者に対し、ハローワーク等との連携強化の下、当該

公共職業訓練の開始時から計画的な就職支援を実施し、就職率の向上を図るも

のとする。 

また、障害者の職業能力開発を効果的に行うため、地域における雇用、福祉、

教育等の関係機関が連携を図りながら職業訓練を推進する。 

 

 

《山形県》障害者等に対する公共職業訓練（委託訓練） 
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訓 練 種 別 コース数 定員(人) 科 目 名 

障害者対象職業訓

練 

3 21 

パソコン基礎科 

（民間教育訓練機関で実施） 

※訓練期間は概ね2カ月または３カ月 

13 13 

インターンシップコース（事業所で就

労に必要なスキルを身につける。） 

※訓練期間は概ね１カ月～３カ月 

1 7 

e-ラーニングコース（インターネット

を利用して在宅訓練により、就労に必

要なスキルを身につける。） 

※訓練期間は概ね３カ月 

合  計 17 41  

 

（５）求職者支援訓練の対象者数等 

① 対象者数及び就職率に係る目標 

計画期間中に実施する求職者支援訓練の対象者数は、非正規雇用労働者・自

営廃業者等の雇用保険の基本手当を受けることができない者に対する雇用のセ

ーフティネットとしての機能が果たせるよう、訓練認定規模を 837 人とする。 

また、雇用保険適用就職率は、基礎コースで 58％、実践コースで 63％を目

指す。 

なお、新型コロナウイルスの影響により、雇用情勢の悪化が懸念されるため、

短時間・短期間特例訓練の認定に努める。また、現状では、県内における訓練の

受講申込者が増加しているとは言えない状況にあることも踏まえ、雇用情勢の

動向等を踏まえてコースを柔軟に順次追加設定する。 

 

② 求職者支援訓練の内容 

求職者支援訓練については、基礎的能力を習得する職業訓練（基礎コース）

及び実践的能力を習得する職業訓練（実践コース）を設定する。 

その際、成長分野や新型コロナウイルス感染症等の影響により人材確保がよ

り困難となっている介護等の分野・職種に重点を置くとともに、地域における

産業の動向及び求人ニーズを踏まえたものとする。 

また、育児中の女性等で再就職を目指す者、未就職のまま卒業する新卒者を

含む若年層や生活困窮者等、就職氷河期世代で不安定な就労についている者や

無業状態の者である対象者について、その特性・訓練ニーズに応じた職業訓練

の設定にも努めることとする。特に、出産・育児を理由とする離職者について

は、育児と職業訓練の両立を支援するため、託児サービス付き訓練コースの設

定を推進する。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、シフトが減少したシフト制
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で働く方などが、仕事と訓練の受講を両立しやすいよう、短期間・短時間の訓

練コースの設定を推進する。 

  

・訓練認定規模は、次のとおりとする。 

イ 基礎コース 訓練認定規模の概ね 19％程度 

ロ 実践コース 訓練認定規模の概ね 81％程度 

実践コースのうち、 

介護系      実践コース全体の訓練認定規模の 25％程度 

医療事務系      実践コース全体の訓練認定規模の 10％程度 

情報系        実践コース全体の訓練認定規模の 10％程度 

営業・販売・事務系  実践コース全体の訓練認定規模の 35％程度 

その他の成長分野等  実践コース全体の訓練認定規模の 5％程度 

分野別共有枠         実践コース全体の訓練認定規模の 15％程度 

・上記のうち、新規参入枠は次のとおりとする。 

（新規参入枠）  基礎コース   上限値 30％ 

実践コース   上限値  30％ 

 

・山形県においては、特定求職者が県内各地域において、職業訓練を受ける機

会、選択肢を十分確保するために、特定の地域・訓練実施機関に偏ることがな

いように、原則として、四半期ごとの認定における訓練実施機関の認定上限

枠を設けることとする。 

基礎コース 認定上限  1 コース 

 定員上限 15 人 

実践コース 認定上限  1 コース（系毎とする） 

 定員上限 15 人（但し、介護系のみ 20 人） 

※ なお、上記の認定上限枠については、訓練認定規模の定員に満たない場合

等やむを得ない事情がある場合は、上限を超えて認定しても差し支えない

こととする。 

 
注１ 求職者支援訓練は、地域職業訓練実施計画に則して、四半期ごとに認定する（

ただし、シフトが減少したシフト制で働く方などが、仕事と訓練の受講を両立

しやすくなるよう設定する短期間・短時間の訓練コースは、四半期にこだわら

ず受付期間を設定する。地域職業訓練実施計画で定めたコース別・分野別の訓

練実施規模を超えては認定しない。）ものである。申請対象期間の設定数を超

える認定申請がある場合は、 

イ 新規参入枠については、職業訓練の案等が良好なものから認定するものと

する 

ロ 実績枠については、求職者支援訓練の就職実績等が良好なものから認定する

ものとする 

 

注２ 一度認定されたものの開講されずに中止となった場合は、訓練コース分の余剰

定員を同一年度内の同一分野での認定に振り替えることを可能とする。 
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注３ 実践コースにおいて設定された訓練分野において、当該訓練分野の訓練コース

が認定されなかった場合の余剰定員は、同一認定単位期間の「その他」分野（

「営業・販売・事務分野」などを含む）に振替を可能とする。 

 

注４ 実践コースへの申請が四半期ごとの各系における訓練認定規模を下回った場合

は、余剰定員を同一認定期間内の他の系に振り替えることを可能とする。 

また、第４四半期（必要と認める場合は、第３四半期も含む）に限っては、認

定コースの定員数が少なかった場合の繰越し分及び中止コースの繰越し分につ

いて、基礎コースと実践コース間の振り替えや、実践コースの他の分野への振

り替えを可能とする。 

 

注５ 本計画において示した内容は、地域職業訓練実施計画において、次のイからロ

までに掲げる事項を除き、地域訓練協議会での議論を踏まえ、地域の実情に応

じて異なる設定とすることができる。 

イ 訓練認定規模を超えてはならないこと 

ロ 新規参入枠は上に掲げた値を超えてはならないこと及び全く新規参入枠を設

定しないこととならないこと 

求職者支援訓練定員 

定員８３７人 

※内数として、就職氷河期対策実施分及

び短時間・短期間の特例訓練を含む。 

基礎コース（構成比 19％）  157 

実践コース（構成比 81％）  680 

 介護系（構成比 25％） 170 

医療事務系（構成比 10％） 68 

情報系（構成比 10％） 68 

営業・販売・事務系（構成比 35％） 238 

その他（構成比 5％） 34 

分野別共有枠（構成比 15％） 102 

 

※ 認定単位期間ごとの具体的な定員及び認定申請受付期間については、山形労働

局及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構山形支部のＨＰで周知す

る。 

 

４ 公的職業訓練の実施に当たり留意すべき事項等 
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（１）関係機関との連携 

  公的職業訓練全体の訓練規模、分野及び時期において公的職業訓練の機会及び

受講者を適切に確保するとともに、公的職業訓練を効果的に実施し、訓練修了者

の就職を実現していく上で、山形労働局、山形県、独立行政法人高齢・障害・求職

者雇用支援機構山形支部はもとより、地域の訓練実施機関の団体、労使団体等の

幅広い理解・協力が求められる。 

また、その際、訓練カリキュラム等の見直しを含め、訓練の実施結果や地域の人

材ニーズを踏まえた改善のための不断の取組が必要である。 

  このため、令和３年度においても、地域訓練協議会を開催して、関係者の連携・

協力の下に、地域の実情を踏まえた、計画的で実効ある職業訓練の推進に資する

こととする。 

  地域訓練協議会においては、必要に応じ、地域の産業ニーズを踏まえて訓練内

容の検討を行うワーキング・チームを開催する。 

また、公共職業能力開発施設は、人材ニーズに応じた効果的な職業訓練が十分

に実施されるよう検討、協議及び必要な調整を行うものとし、さらに、山形労働局

及びハローワークと連携し、公共職業訓練の受講者の就職支援を実施するものと

する。 

 

（２）公的職業訓練の受講生の能力及び適性に応じた公的職業訓練の実施 

ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングなど、労働者のキャリア

形成に資する情報提供及び相談援助を行い、公的職業訓練の受講者の能力及び適

性に応じた公的職業訓練を実施するものとする。 

  このほか、公的職業訓練におけるジョブ・カードを活用したキャリアコンサル

ティングの着実な実施等に資するため、関係機関とも連携の上、説明会等の様々

な機会を活用して、周知を図る。 



  【参考資料 2】 
令和４年度山形県地域職業訓練実施計画 

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日  

山 形 労 働 局 

山 形 県 

                           独立行政法人 高齢・障害・求職者 

雇 用 支 援 機 構  山 形 支 部 

１ 総則 

（１）計画のねらい 

 産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化の中で、職業の安定、

労働者の地位の向上及び経済社会の発展を図るためには、これらによる業務の

内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び円滑な再就職に資するよ

う、労働者に対して適切な職業能力開発を行う必要がある。このため、山形県、

事業主等が行う職業能力開発に関する自主的な努力を尊重しつつ、雇用失業情

勢等に応じて、国が、職業能力開発促進法（以下「能開法」という。）第 16 条第

1 項の規定に基づき設置する公共職業能力開発施設（以下「職業能力開発施設」

という。）において実施する職業訓練（能開法第 15 条の７第 3 項の規定に基づ

き実施する訓練（以下「委託訓練」という。）を含む。以下「公共職業訓練」と

いう。）及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（以

下「求職者支援法」という。）第 4条第 1項の規定により厚生労働大臣の認定を

受けた職業訓練（以下「求職者支援訓練」という。）の充実を図ることにより、

労働者の十分な職業能力開発の機会を確保する必要がある。 

本計画は、現下の雇用失業情勢等を踏まえ、本計画の対象期間（以下「計画期

間」という。）中における公共職業訓練及び求職者支援訓練（以下「公的職業訓

練」という。）の対象者数等を明確にし、計画的な公的職業訓練の実施を通じて、

職業の安定、労働者の地位の向上等を図るものである。また、公共職業能力開発

施設は、本計画を実施する際に、山形労働局、公共職業安定所、山形県等関係機

関との連携を図り、効率的かつ効果的な職業訓練の実施を図るものとする。 

※公的職業訓練の内訳及び実施主体 

 イ 公共職業訓練 

・山形県 

・国（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構山形支部〈ポリテクセンタ

ー山形〉） 

ロ 求職者支援訓練 

・国（山形労働局） 

 

（２）計画期間 

計画期間は、令和４年４月 1日から令和５年３月 31 日までとする。 

 

 

 

（３）計画の改定 
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本計画は、公的職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改定を行うも

のとする。 

 

２ 労働市場の動向と課題等 

（１）労働市場の動向と課題 

近年、日本経済は緩やかな回復基調にあり、雇用情勢も着実に改善していた

が、令和２年からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により戦後最

大の経済の落ち込みが生じており、今後も、同感染症の感染拡大が雇用に与え

る影響により一層注意する必要がある。 

中長期的に見ると、我が国は少子化による労働供給制約という課題を抱えて

いる。こうした中で、我が国が持続的な経済成長を実現していくためには、多様

な人材が活躍できるような環境整備を進め、一人ひとりの労働生産性を高めて

いくことが必要不可欠であり、そのためには、職業能力開発への投資を推進し

ていくことが重要である。 

企業が付加価値の高い分野、医療・情報通信分野等の今後成長が見込まれる

分野への展開を図るために必要となる人材や、社会全体のデジタルトランスフ

ォーメーション（ＤＸ）の加速化など急速かつ広範な経済・社会環境の変化が生

じ、また、新型コロナウイルス感染症の影響により多くの産業で非正規雇用労

働者に大きな影響が出ている中で、地域のニーズに合った人材の育成を推進す

るためには、公的職業訓練のあり方を不断に見直し、離職者の再就職の実現に

資する公的職業訓練や産業界や地域の人材ニーズに合致した在職者の生産性の

向上等、多様な職業能力開発の機会を確保・提供することが重要である。 

特に、デジタル人材については、地方からデジタルの実装を進め、新たな変革

の波を起こし、地方と都市の差を縮めていくことで世界と繋がる「デジタル田

園都市国家構想」の実現に向け政府全体が取り組む中で、その育成・確保が重要

かつ喫緊の課題となっている。令和３年１２月２８日に開催されたデジタル田

園都市国家構想実現会議において、内閣府特命担当大臣（デジタル田園都市国

家構想担当）から、公共職業訓練、求職者支援訓練、教育訓練給付におけるデジ

タル分野については、２０２４年度の受講者７万人を確保することが示された

ことから、ＩＴ分野の資格取得を目指す訓練コースの訓練委託費等の上乗せ措

置などを活用し、山形県内の各地域の人材ニーズに合致したデジタル分野の訓

練をより一層推進する必要がある。 

特に、若者、女性、障害者、ひとり親、生活保護受給者や生活困窮者など多様

な対象者に対し、それぞれの職業能力開発を含めた就労支援の充実を図ること

が必要である。高年齢者においても、年齢に関わりなく働き続けたいという生

涯現役社会の実現に向け、高齢者の継続雇用や再就職に向けた職業能力開発を

一層充実させていくことが求められている。 

 

（２）令和 3年度における公的職業訓練をめぐる状況 
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令和 3年度の新規求職者のうち、求職者支援法第２条に規定する特定求職者

に該当する可能性のある者の数は令和 3年 12 月末現在で 15,791 人であった。 

そうした中、令和 3年度の公的職業訓練の受講者数は、令和 4年１月末現在

で公共職業訓練（離職者訓練）は 591 人であり、求職者支援訓練は 298 人であ

った。 

また、令和 3年度の就職率は、令和 3年 12 月末現在で公共職業訓練（離職

者訓練）の施設内訓練が 74.8％、委託訓練が 64.2％、求職者支援訓練の基礎

コースが 55.7％、実践コースが 50.4％であった。 

注：就職率は、令和2年10月末から令和3年6月末までに修了した者の訓練修了後3

カ月における雇用保険適用就職（公共職業訓練は雇用保険適用相当就職を含む）し

た者の割合。 

 

３ 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等 

離職者を対象とする公的職業訓練については、人材不足が深刻な分野、成長

が見込まれる分野等における人材育成に重点を置きつつ訓練を実施する。 

   また、同時双方向型によるオンラインによる訓練の実施が可能となることか

ら、実施状況や訓練効果等を踏まえながら、オンラインによる訓練の実施を推

進していくこととする。 

   加えて、育児や介護等、多様な事情を抱える求職者等が、生活との調和を保ち

つつ職業訓練を受講できるよう、その実施機関や時間等について配慮し、短期

間・短時間の訓練コース等の実施を推進していくこととする。特に、出産・育児

を理由とする離職者については、育児と職業訓練の両立を支援するため、託児

サービス付き訓練コースの設定を推進する。 

 

（１）公共職業訓練（離職者訓練）の対象者数等 

① 対象者数及び就職率に係る目標 

計画期間中に実施する離職者訓練の対象者数は 1,101 人とする。 

離職者訓練の対象者数のうち、318 人については、施設内訓練（公共職業能 

力開発施設内で実施する訓練をいう。以下同じ。）として実施するものとす 

る。施設内訓練のうち、30 人については企業実習と座学を一体的に組み合わせ 

た訓練（以下「日本版デュアルシステム」という。）として実施するものとす 

る。 

また、離職者訓練の対象者数のうち、783 人については、委託訓練として実施

するものとする。 

就職率は施設内訓練で 80％、委託訓練で 75％を目指す。 

② 離職者訓練の内容 

離職者訓練については、職業能力に係る労働力需給のミスマッチを解消する

ため、知識の付与及び実習による技能の習得など、訓練の内容に応じた多様な

職業能力開発の機会を提供し、地域における離職者等の多様な就業ニーズ及び
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企業の人材ニーズに応じた支援を実施するものとする。 

   施設内訓練として実施する職業訓練については、民間教育訓練機関では実施

できないものづくり分野において実施する。 

   また、急速かつ広範な経済・社会環境の変化や人材の流動化に対応するため、

デジタル分野における人材育成の訓練等、地域の人材ニーズ等に合致した職業

訓練の設定促進を図る。 

 

 ③ 効果的な離職者訓練の実施のための取組 

産業界及び地域の人材ニーズを把握し訓練コースの見直しを行うほか、定員

の充足状況や修了者の就職実績が低調なものについては、原因を分析しながら

訓練コースの見直しを行うものとする。 

また、安定的な雇用への移行を実現するためには、高い職業能力が求められ

ることから、就職の実現に必要とされる知識・技能を習得するための長期的な

訓練を積極的に設定することで、就職率の向上を図るものとする。 

 

 

《山形県》施設内訓練（短期課程） 

校   名 期 間 定員(人) 科 目 名 

県立庄内職業能力開発センター 12 カ月 20 金属技術科 

 

《独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構山形支部》施設内訓練 

校   名 定員(人) 科 目 名 

ポ リ テ ク セ ン タ ー 山 形

（山形職業能力開発促進センター） 
298 

ＣＡＤ・ＮＣものづくり科（導入訓練付

き）、ＮＣオペレーション科企業実習付き

コース（短期デュアルシステムコース）（導

入訓練付き）、溶接施工科、福祉住環境サ

ービス科、建築ＣＡＤ施工科、電気設備技

術科（導入訓練付き） 

※訓練期間は６カ月間（ＣＡＤ・ＮＣ物作

り科とＮＣオペレーション科と電気設備

技術科は１カ月＋６カ月間） 

合   計 298 ６科目（１６コース） 
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《山形県》離転職者職業訓練（委託訓練） 

訓 練 種 別 コース数 定員(人) 科 目 名 

離転職者職業訓練 

（長期高度人材育成

コース） 

5 28 

介護福祉士養成科   医療ビジネス科 

保育士養成科 

※訓練期間は 24カ月間。 

離転職者職業訓練 

（知識等習得コース） 
45 745 

パソコン活用事務系（OAシステム科、OA ビ

ジネス活用科、OA 経理事務科、PC 会計事

務科） 

事務系（医療事務科、経理事務科、経理・

会計実務科、経理事務 FP 科、不動産実務

科等） 

介護系（介護サービス科） 

その他（提案型訓練、自由提案枠、予備）

うち、託児サービス付加訓練 4コース 

※訓練期間は２～４カ月間。 

デュアルシステム訓練 1 10 3 カ月座学＋1カ月企業実習 

合  計 51 783  

 

（２）公共職業訓練（在職者訓練）の対象者数等 

① 対象者数 

計画期間中に実施する在職者訓練の対象者数は、1,981 人とする。このほか、

民間人材を活用した企業の生産性向上のための支援については 600 人を対象と

する。 

② 在職者訓練の内容 

在職者訓練については、産業構造の変化、技術の進歩等による業務の変化に

対応する高度な技能及びこれらに関する知識を習得させる真に高度な職業訓練

であって、民間教育訓練機関において実施することが困難なものを実施するも

のとする。 

また、ポリテクセンター山形に設置した生産性向上人材育成支援センターに

よる在職者訓練のコーディネートや生産性向上に必要な生産管理、ネットワー

クやデータ処理等のＩＴ利活用による業務改善や情報セキュリティ対策等を習

得するための事業主支援等を行う。特に、令和 4年度においては、生産性向上

人材育成センターにＤＸに対応した訓練コースを拡充し、中小企業等のＤＸ対

応に係る人材育成支援を促進する。併せて 70 歳までの就業機会の確保に向け

た訓練を実施する。 

 ③ 効果的な在職者訓練の実施のための取組 

地域の中小企業事業主等の人材ニーズを把握した上で、真に必要とされてい

る在職者訓練の訓練コースの設定を行うとともに、個々の中小企業事業主等の

具体的なニーズに即した実施方法等により行うものとする。  
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《山形県》在職者訓練（公開講座） 

 主に高度な技術の習得希望者や少人数制の研修希望者を対象。 

校   名 コース数 定員(人) コース名 

県立産業技術短期大

学校 
28 150 

機械工学セミナー、生産改善・革新セミナ

ー、IｏＴセミナー、他 

県立産業技術短期大

学校 庄内校 
17 85 

シーケンス制御入門、マシニングセンタ入

門、３次元ＣＡＤ入門、他 

合  計 45 235  

《山形県》在職者訓練（向上訓練） 

 主に技能検定等の資格取得希望者や新たな知識や技能・技術を習得したい希望者を対象。 

校   名 コース数 定員(人) コース名 

県立山形職業能力開

発専門校 
51 765 

生産管理基礎、品質管理基礎、ビジネスス

キル基礎、エクセル活用、オーダーメイド

コース、エクセル基礎、会計の基礎、自営

型テレワーク、他 

県立庄内職業能力開

発センター 
4 124 

アーク溶接特別教育(2 コース)、造園工事

作業の製作等作業試験対応、造園工事作業

の判断等試験対応 

合  計 55 889  

《独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構山形支部》 

在職者訓練（能力開発セミナー） 

 中小企業等で働く方々を対象に、概ね 2～5日のものづくり分野の職業訓練を実施。 

校   名 コース数 定員(人) 訓 練 分 野 

ポリテクセンター山形

（山形職業能力開発促進センター） 
80 857 

◎機械系 

◎電気・電子系 

◎居住系 

合   計 80 857  

《独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構山形支部》 

在職者訓練（生産性向上支援訓練） 

中小企業等で働く方々を対象に、4～30時間の生産性向上支援訓練を実施。 

校   名 コース数 定員(人) 訓 練 分 野 

ポリテクセンター山形

（山形職業能力開発促進センター） 

（生産性向上人材育成支援センター） 

― 600 

◎生産性向上支援訓練 

 ＤＸ対応、生産管理､品質管理､組

織ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ､営業･販売、生涯ｷｬﾘｱ形

成、データ活用、バックオフィス 

他 

合   計 ― 600  
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（３）公共職業訓練（学卒者訓練）の対象者数等 

① 対象者数 

計画期間中に実施する学卒者訓練の対象者数は、460 人とする。 

② 学卒者訓練の内容 

学卒者訓練については、新規高等学校卒業者等を対象に、ものづくりの現場

の戦力となる高度な実践技能者の育成を図るため、職業に必要な技能及びこれ

に関する知識を習得させることを目的とした比較的長期間の公共職業訓練を実

施するものとする。 

 ③ 効果的な学卒者訓練の実施のための取組 

産業界及び地域の人材ニーズを把握し、訓練コースの見直しを行うものとす

る。学卒者訓練の訓練コースのうち、定員の充足状況や修了者の就職実績が低

調なものについては、その原因の把握及び分析を行った上で、その内容等の見

直しを図るものとする。       

 

 

《山形県》高度職業訓練（専門課程） 

 専門課程として新規学卒者等を対象とした高度職業訓練を実施する。 

校   名 
コース

数 

定員

(人) 
コース名 

県立産業技術短期大学校 7 250 

【２年課程】 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ科、 

メカトロニクス科、 

建築環境システム科、 

情報システム科、 

知能電子システム科、 

土木エンジニアリング科 

【１年課程】 

産業技術専攻科（社会人等対象） 

県立産業技術短期大学校

庄内校 
3 120 

【２年課程】 

生産エンジニアリング科、 

情報通信システム科、 

IT 会計システム科 

合  計 10 370  

 

《山形県》普通職業訓練（普通課程） 

 普通課程として中卒、高卒の新規卒業者を対象とした職業訓練を実施する。 

校   名 
コース

数 

定員

(人) 
訓 練 分 野 
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県立山形職業能力開発専

門校 
2 90 

【２年課程】 

自動車科（高卒）、 

建設技術科（中卒） 

合   計 2 90  

 

（４）障害者等に対する公共職業訓練の対象者数等 

① 対象者数 

計画期間中に実施する障害者等に対する公共職業訓練の対象者数は、37 人と

する。 

また、就職率は委託訓練で 55％を目指す。 

② 障害者等に対する公共職業訓練の内容 

民間企業等に対して委託する障害者委託訓練では、訓練受講対象となる障害

者のニーズを把握し、各コースの定員の確保に努める。また、特に法定雇用率

が未達成である企業や、障害者の雇用の経験の乏しい企業等を開拓するととも

に、訓練内容や就職支援の充実を図りながら、引き続き推進するものとする。       

 ③ 障害者等に対する効果的な公共職業訓練の実施のための取組 

障害者の就業ニーズ及び企業の人材ニーズを踏まえ、定員の充足状況や修了

者の就職実績を検証しながら、訓練コースの見直しを行うものとする。 

当該公共職業訓練の受講者に対し、ハローワーク等との連携強化の下、当該

公共職業訓練の開始時から計画的な就職支援を実施し、就職率の向上を図るも

のとする。 

また、障害者の職業能力開発を効果的に行うため、地域における雇用、福祉、

教育等の関係機関が連携を図りながら職業訓練を推進する。 

 

《山形県》障害者等に対する公共職業訓練（委託訓練） 

訓 練 種 別 コース数 定員(人) 科 目 名 

障害者対象職業訓

練 

2 18 

パソコン基礎科 

（民間教育訓練機関で実施） 

※訓練期間は概ね2カ月または３カ月 

11 11 

インターンシップコース（事業所で就

労に必要なスキルを身につける。） 

※訓練期間は概ね１カ月～３カ月 

1 8 

e-ラーニングコース（インターネット

を利用して在宅訓練により、就労に必

要なスキルを身につける。） 

※訓練期間は概ね３カ月 

合  計 14 37  
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（５）求職者支援訓練の対象者数等 

① 対象者数及び就職率に係る目標 

計画期間中に実施する求職者支援訓練の対象者数は、新型コロナウイルス感

染症の影響の長期化が懸念されることから、非正規雇用労働者・自営廃業者等

の雇用保険の基本手当を受けることができない者に対する雇用のセーフティネ

ットとしての機能が果たせるよう、訓練認定規模を 742 人とする。 

また、雇用保険適用就職率は、基礎コースで 58％、実践コースで 63％を目

指す。 

 

② 求職者支援訓練の内容 

求職者支援訓練については、基礎的能力を習得する職業訓練（基礎コース）

及び実践的能力を習得する職業訓練（実践コース）を設定する。 

その際、デジタル分野等の成長分野や新型コロナウイルス感染症等の影響に

より人材確保がより困難となっている介護等の分野・職種に重点を置くととも

に、地域における産業の動向及び求人ニーズを踏まえたものとする。 

また、育児中の女性等で再就職を目指す者、未就職のまま卒業する新卒者、

コミュニケーション能力等の課題を有する生活困窮者、さらには短時間労働者

等の不安定就労者、就職氷河期世代の者で不安定な就労についている者や無業

状態の者など、対象者の特性・訓練ニーズに応じた職業訓練の設定にも努める

こととする。 

  

・訓練認定規模は、次のとおりとする。 

イ 基礎コース 訓練認定規模の概ね 30％程度 

ロ 実践コース 訓練認定規模の概ね 70％程度 

実践コースのうち、 

介護系      実践コース全体の訓練認定規模の 15％程度 

医療事務系     実践コース全体の訓練認定規模の 10％程度 

デジタル系     実践コース全体の訓練認定規模の 15％程度 

  うちＩＴ系       実践コース全体の訓練認定規模の 10％程度 

  うち WEB ﾃﾞｻﾞｲﾝ系    実践コース全体の訓練認定規模の  5%程度  

       営業・販売・事務系  実践コース全体の訓練認定規模の 35％程度 

その他の成長分野等  実践コース全体の訓練認定規模の 5％程度 

分野別共有枠      実践コース全体の訓練認定規模の 20％程度 

・上記のうち、新規参入枠は次のとおりとする。 

（新規参入枠）  基礎コース   上限値  30％ 

実践コース   上限値  30％ 
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・山形県においては、特定求職者が県内各地域において、職業訓練を受ける機

会、選択肢を十分確保するために、特定の地域・訓練実施機関に偏ることがな

いように、原則として、四半期ごとの認定における訓練実施機関の認定上限

枠を設けることとする。 

基礎コース 認定上限  1 コース 

 定員上限  30 人  

実践コース 認定上限  1 コース（系毎とする） 

 定員上限  30 人  

 
注１ 求職者支援訓練は、地域職業訓練実施計画に則して、四半期ごとに認定する 

（今年度末までの時限措置である短期間・短時間訓練コースの設定について、令 

和４年度についても特例措置として設定可能となる場合は、シフトが減少したシ 

フト制で働く方などが、仕事と訓練の受講を両立しやすくなるよう、四半期にこ 

だわらず受付期間を設定する。なお、地域職業訓練実施計画で定めたコース別・ 

分野別の訓練実施規模を超えては認定しない。）ものである。申請対象期間の設 

定数を超える認定申請がある場合は、 

イ 新規参入枠については、職業訓練の案等が良好なものから認定するものと

する。 

ロ 実績枠については、求職者支援訓練の就職実績等が良好なものから認定する

ものとする。 

 

注２ 一度認定されたものの開講されずに中止となった場合は、訓練コース分の余剰

定員を同一年度内の同一分野での認定に振り替えることを可能とする。 

 

注３ 実践コースにおいて設定された訓練分野において、当該訓練分野の訓練コース

が認定されなかった場合の余剰定員は、同一認定単位期間の「その他」分野（

「営業・販売・事務分野」などを含む）に振替を可能とする。 

 

注４ 実践コースへの申請が四半期ごとの各系における訓練認定規模を下回った場合

は、余剰定員を同一認定期間内の他の系に振り替えることを可能とする。 

また、第４四半期（必要と認める場合は、第３四半期も含む）に限っては、認

定コースの定員数が少なかった場合の繰越し分及び中止コースの繰越し分につ

いて、基礎コースと実践コース間の振り替えや、実践コースの他の分野への振

り替えを可能とする。 

 

注５ 本計画において示した内容は、地域職業訓練実施計画において、次のイからロ

までに掲げる事項を除き、地域訓練協議会での議論を踏まえ、地域の実情に応

じて異なる設定とすることができる。 

イ 訓練認定規模を超えてはならないこと 

ロ 新規参入枠は上に掲げた値を超えてはならないこと及び全く新規参入枠を設

定しないこととならないこと 
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求職者支援訓練認定規模 

 定員 ７４２人 

※内数として、就職氷河期対策実施

分及び短時間・短期間の特例訓練を

含む。（１３３人） 

基礎コース（構成比 30％） 223

実践コース（構成比 70％） 519

介護系（構成比 15％） 78

医療事務系（構成比 10％） 52

デジタル系（構成比 15％） 78

 ＩＴ系（構成比 10％） 52

デザイン(WEB 系)（構成比 5%％） 26

営業・販売・事務系（構成比 35％） 181

その他（構成比 5％） 26

分野別共有枠（構成比 20％） 104

 

※ 認定単位期間ごとの具体的な定員及び認定申請受付期間については、山形労働

局及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構山形支部のＨＰで周知す

る。 

 

４ 公的職業訓練の実施に当たり留意すべき事項等 

（１）関係機関との連携 

  デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の加速化など、急速かつ広範な経

済・社会環境の変化に対応するためには、産業界及び地域のニーズを踏まえた効

果的な公的職業訓練を実施する必要がある。 

このためには、国及び山形県の関係行政機関はもとより、地域の訓練実施機関

の団体、労使団体等の幅広い理解・協力のもと、公的職業訓練全体の訓練規模、分

野及び時期において公的職業訓練の機会及び受講者を適切に確保するとともに、

訓練カリキュラム等の見直しを含め、訓練の実施結果や地域の人材ニーズを踏ま

えた改善のための不断の取組が必要であり、令和 4 年度においても、関係者の連
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携・協力の下に、地域の実情を踏まえた、計画的で実効ある職業訓練の推進及び地

域の産業ニーズを踏まえた訓練内容の検討を行うこととする。 

  地域訓練協議会においては、必要に応じ、地域の産業ニーズを踏まえて訓練内

容の検討を行うワーキング・チームを開催する。 

また、公共職業能力開発施設は、人材ニーズに応じた効果的な職業訓練が十分

に実施されるよう検討、協議及び必要な調整を行うものとし、さらに、山形労働局

及びハローワークと連携し、公共職業訓練の受講者の就職支援を実施するものと

する。 

 

 

（２）公的職業訓練の受講生の能力及び適性に応じた公的職業訓練の実施 

ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングなど、労働者のキャリア

形成に資する情報提供及び相談援助を行い、公的職業訓練の受講者の能力及び適

性に応じた公的職業訓練を実施するものとする。 

  このほか、公的職業訓練におけるジョブ・カードを活用したキャリアコンサル

ティングの着実な実施等に資するため、関係機関とも連携の上、説明会等の様々

な機会を活用して、周知を図る。 


